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 「男女共同参画社会」とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意

思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、

もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること

ができ、かつ、共に責任を担うべき社会」のことです。（男女共同参画社会基本

法第２条） 

英語では「Gender-equal society（ジェンダー平等社会）」と表現され、

本計画では、男女共同参画の推進を、ジェンダー平等の実現につながる取組と

して整理します。

 生物学的な性別（Sex）とは異なり、「男らしさ」や「女らしさ」といった、社会

的や文化的に形成された性別のことを「ジェンダー（Gender）」と呼びます。 

ジェンダーによる、教育や収入、社会的地位などの格差は、本来の能力とは

無関係に、固定的な性別役割分担意識等が影響している、と考えられます。 

「ジェンダー平等」とは、「性別にかかわらず、平等に権利・責任・機会を分か

ち合い、社会のあらゆる場面で意思決定に参画できること」を意味しており、

社会的性差による不均衡や差別、偏見の解消を目指す考え方です。

 日本国憲法では、「第十四条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、

信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係にお

いて、差別されない。」と定められ、男女平等が憲法上の基本原則として保障

されています。

 この計画を通じ、渋川市は、「互いを認め合い　誰もが自分らしく生きられる

まち」を目指し、男女共同参画の取組を通じて、ジェンダー平等が着実に進展

する社会の形成を進めてまいります。

「男女共同参画社会」とは

「ジェンダー平等」とは

「日本国憲法」では



はじめに 

令和８年３月 

 

渋川市長　星　名　建　市 

 この度、「第３次渋川市男女共同参画計画」、愛称

「しぶかわジェンダー平等推進プラン」を策定いたし

ました。渋川市男女共同参画審議会においては大変

熱心に議論いただき、また、市民意識調査や事業所

実態調査などでは、市民の皆様から、多くの御回答

をいただくことができました。 

策定にあたり御協力くださいました皆様に、心か

ら感謝申し上げます。 

 国では、「男女共同参画社会基本法」において、男女共同参画社会の実現を

重要な課題と位置付け、「第５次男女共同参画基本計画」に基づく取組が進め

られています。現在、次期計画の策定に向けた議論も行われており、男女共同

参画社会の実現に向けては、依然として解決すべき課題が多く残されていま

す。 

 渋川市でも、令和６年度に実施しました「男女共同参画に関する市民意識調

査」で、各分野における男女の地位の平等感の改善が確認されてきた一方、家

庭における家事・育児・介護等に関する役割分担にはまだ偏りが見られます。 

また、男女間の賃金や正規雇用率の格差、健康課題に起因した離職といっ

た課題も現に存在しており、男女共同参画社会の推進はまだまだ必要です。 

 本市では、令和６年４月１日に「渋川市男女共同参画及び多様性を尊重する

社会を推進する条例」を施行し、「男」と「女」という２つだけの軸で語られがち

な男女共同参画について、性別等、年齢、障害の有無、国籍、文化的な背景等

といった一人ひとりの違いを尊重する視点を加え、真に男女共同参画社会の

実現を目指すための取組を進めてきました。 

 今後も、市民の皆様、事業者の皆様と力を合わせて、「オール渋川」、「チーム

渋川」で、性別にかかわらず、自分らしい考え方や生き方が選択できる、誰もが

住み良いまちを実現していくため、当計画に基づいた具体的な施策を加速さ

せ、熱意をもって取り組んでまいります。変わらぬ御支援をお願い申し上げま

す。 
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第１章　計画の基本的な考え方  

１　計画の目的  

渋川市では、平成21年に第１次、平成31年に第２次の男女共同参画計画を策定し、

性別 にかかわらず、誰もが自分 らしく生 きられる社会の実 現 を目 指 して取り組んでき

ました。 

令 和 ６年 度 に実 施 した市 民 意 識 調 査 では、「男 は仕 事 、女 は家 庭 」という考 え方 に

賛同しない人が約７割を占め、意識の変化が進んでいることが分かりました。 

一方 で、日本 のジェンダー・ギャップ指数 （ＧＧＩ）（※１）は世界 的 に見て依 然 として低

く、政治や経済の分野では大きな男女格差 が生じています。また、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大、いわゆるコロナ禍の影響で、女性の雇用不安やＤＶ（※２）の増加な

ど、様々な問題も浮き彫りになりました。 

こうした現状を踏まえ、本市では令和６年４月に「渋川市男女共同参画及び多 様性

を尊重する社会を推進する条例」を施行し、全ての人の人権を尊重する社会を目指す

基本理念を定めました。 

現 在 の計 画 は令 和 ７年 度 で終 了 しますが、市 は「男 女 共 同 参 画 社 会 基 本 法 」や「渋

川市男女共同参画及び多 様性 を尊重する社会を推進する条例」に定められた役割を

今後も果たしていくため、令和 ８年度を始期とする「第 ３次渋川 市男女共同 参画計画」

を策定することとしました。 

この第３次計画では、「男だから」「女だから」といった性別に基づく無意識の思い込

み（アンコンシャス・バイアス）（※３）に左右されることなく、市民一人ひとりが自分らしい

幸せな人生を選び、互いに認め合える社会の実現を目指します。 

また、望む人が平等な機会や適切なサービスを受けられるよう、男女共同参画社会

を真に実現するための施策を総合的かつ計画的に進め、誰もが共に生きやすい「共生

社会 （※４）」の実現に貢献していきます。 

 （※１）　ジェンダー・ギャップ指 数 （GGI）：スイスの非 営 利 財 団 「世 界 経 済 フォーラム」が毎 年 発 表 する指 標 で、経 済 ・教

育 ・健 康 ・政 治 の４分 野 における男 女 格 差 を数 値 化 し、各 国 の順 位 を比 較 するものです。男 女 平 等 の進 展 状 況 を国 際

的 に評 価 する基 準 の一 つです。 
（※２）　DV（ドメスティック・バイオレンス）：配 偶 者 や恋 人 など親 密 な関 係 にあるパートナーから振 るわれる暴 力 のこと

です。身 体 的 暴 力 に限 らず、精 神 的 ・性 的 ・経 済 的 な暴 力 も含 まれ、重 大 な人 権 侵 害 として社 会 的 な対 策 が求 められて

います。 
（※３）　アンコンシャス・バイアス：無 意 識 の思 い込 みや偏 見 のことで、性 別 ・年 齢 ・職 業 などに対 する固 定 観 念 が、知 ら

ず知 らずのうちに判 断 や行 動 に影 響 を与 える心 理 的 傾 向 を指 します。多 様 性 の推 進 の妨 げとなる要 因 の一 つです。 
（※４）　共 生 社 会 ：障 害 の有 無 、年 齢 、性 別 、国 籍 などにかかわらず、全 ての人 が互 いに認 め合 い、支 え合 いながら安 心

して暮 らせる社 会 を指 します。一 人 ひとりが尊 重 され、排 除 されることなく参 加 できる環 境 づくりが求 められています。　
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２　計画の位置付け 

この計画は、渋川市が男女共同参画社会を築くために非常に重要な位置付けを持つ

ものであり、以下の法令や上位計画に基づいて策定するものです。 

【男女共同参画社会基本法】 

「男女 共 同 参 画 社 会 基 本法 」により、全 ての市 町 村 は男女 共同 参 画 社 会 の形 成 の促

進に関する施策についての基本的な計画を定めることが求められています。 

この計画 は、同 法 第 14条第 ３項に基 づき、市 町 村が策 定する男女 共 同参 画 計画 （市

町村男女共同参画計画）として位置付けます。 

また、男 女共 同 参画 の推 進は、行 政 だけでなく、様 々な主体 との連携 が重 要です。市

民にとって分かりやすく、関 心を持 っていただけるよう、計画 に愛 称を定 めるものとし、

その愛称を「しぶかわジェンダー平等推進プラン」とします。 

【渋川市男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例】 

この計 画 は、令 和 ６年 に施 行 された「渋 川 市 男女 共 同 参 画 及 び多 様 性 を尊 重 する社

会を推進する条例」第９条第１項に基づいた、男女共同参画社会の形成を促進する施策

についての基本的な計画です。当該条例では、市が基本計画を策定し、男女共同参画と

多様性を尊重する社会の実現に努めることが明記されています。 

【第２次渋川市男女共同参画計画からの継続】 

これまでの「第 ２次渋 川 市 男 女共 同 参画 計 画」の施 策を、この新 しい計画 でも引 き続

き進めます。 

【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）】 

この計 画 は、「ＤＶ防 止 法 」第 ２条 の３第 ３項 で定 められている、配 偶 者 からの暴 力 の

防止と被害 者の保護 のための施策 の実施 に関する基本的 な計画 （市 町村 基本 計画）の

内容を含んでいます。 

【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）】 

この計 画 は、「女 性 活 躍 推 進 法 」第 ６条 第 ２項 に基 づき、女 性 の職 業 生 活 における活

躍の推進に関する施策についての計画（市町村推進計画）の内容を含んでいます。 

【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（困難女性支援法）】 

この計 画は、令和６年４月に施行された「困難女性支援法 」第８条第３項に基づく、困
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難を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画（市町村基本計画）

の内容を含んでいます。 

【第２次渋川市総合計画後期基本計画との連携】 

この計画は、市の全体的なまちづくりの指針である「第２次渋川市総合計画後期基本

計画」に沿っており、他 の関連 計画 とも連 携しながら、市の様々な分野 の施策 を男女 共

同参画の視点から横断的に進めていきます。 

【国・県の男女共同参画計画等との整合】 

この計 画は、国 の「第６次男女 共同 参画基 本計 画」や群 馬県の「第 ６次群 馬県 男女 共

同 参 画 基 本 計 画 」といった上 位 の計 画 内 容 に加 え、「地 方 創 生 2.0基 本 構 想 」や「女 性

活 躍 ・男 女 共 同 参 画 の重 点 方 針 2025（以 下 「重 点 方 針 2025」という。）」を勘 案 した

上で、策定しています。 

【ＳＤＧｓ（※１）への貢献】 

この計画は、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の「誰一人取り残さない」という理念に基

づき、17の目標の一つである「ジェンダー（※２）平等の実現」に貢献する計画です。 

 

３　計画の期間  

この計画の計画期間は、以 下の視点により、令和８年４月から令和13年３月までの５

年間とします。 

①　国 や県の男 女 共 同参 画 計画と同様 に、中 長 期的 な視点 で目標 を定め、継続 的 か

つ計画的に施策を進めるために適した期間であること 

②　社会 や法制度 の変 化、市 民の意識の変容 などを踏まえて、５年ごとに見直 しを行

うことで、実効性のある施策を柔軟に展開できること 

③　渋 川 市 の他 の関 連 計 画 （総 合 計 画 など）との整 合 を図 り、相 互 に連 携 しやすいサ

イクルであること 

今後も社会情勢や多様性に関する価値観の変化を注視しつつ、必要に応じて中間見

直しなども行い、常に実効性の高い施策を展開していきます。 

 （※１）　SDGs：「Sustainable Development Goals（サステイナブル ディベロップメント ゴールズ）」の略 で、日

本 語 では「持 続 可 能 な開 発 目 標 」を意 味 します。2015 年 の国 連 サミットで採 択 され、人 類 がこの地 球 で暮 らし続 けて

いくために、2030 年 までに達 成 すべき 17 の目 標 で構 成 されています。 
（※２）　ジェンダー：Gender は、生 物 学 的 な性 別 （Sex）とは異 なり、「男 らしさ」や「女 らしさ」といった、社 会 的 や文 化

的 に形 成 された性 別 のことです。
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４　調査の実施  

　令和６年度に、市民と市内事業所を対象に市民意識調 査と事業所実態調査を実施し

ました。調査の方法及び調査票の回収結果は以下のとおりです。 

（１）　男女共同参画に関する市民意識調査  

（２）　男女共同参画に関する事業所実態調査  

（３）　過去の市民意識調査との比較  

（４）　国・県の調査との比較  

 調 査 実 施 期 間 令 和 ６年 12 月 25 日 ～令 和 ７年 １月 24 日 まで

 調 査 対 象 市 内 在 住 の満 18 歳 以 上 の 2,000 人

 抽 出 方 法 層 化 ２段 無 作 為 抽 出 法 （令 和 ６年 11 月 30 日 現 在 、住 民 基 本 台 帳 による）

 調 査 方 法 郵 送 による配 布 、郵 送 及 びインターネット回 収

 有 効 回 収 数 763 件 （回 収 率 38.2％）（郵 送 回 収 556 件 ・インターネット回 収 207 件 ）

 調 査 実 施 期 間 令 和 ６年 12 月 23 日 ～令 和 ７年 １月 24 日 まで

 調 査 対 象 市 内 に事 業 所 を有 する企 業 ・事 業 所 200 社

 抽 出 方 法 渋 川 市 が所 有 する法 人 情 報 を基 にした無 作 為 抽 出

 調 査 方 法 郵 送 による配 布 、郵 送 及 びインターネット回 収

 有 効 回 収 数 70 件 （回 収 率 35.0％）（郵 送 回 収 45 件 ・インターネット回 収 25 件 ）

 本 調 査 前 回 調 査 前 々回 調 査

 調 査 年 度 令 和 ６年 度 （2024 年 度 ） 平 成 29 年 度 （2017 年 度 ） 平 成 26 年 度 （2014 年 度 ）

 調 査 名 男 女 共 同 参 画 に関 する市 民 意 識 調 査

 調 査 対 象
市 内 在 住 の満 18 歳 以 上

の 2,000 人

市 内 在 住 の満 18 歳 以 上

の男 女 2,000 人

市 内 在 住 20 歳 以 上 70

歳 未 満 の男 女 2,000 人

 
配布・有効回収数

2,000 件 配 布  
763 件 回 収  
（回 収 率 38.2％）

2,000 件 配 布  
880 件 回 収  
（回 収 率 44.0％）

2,000 件 配 布  
704 件 回 収  
（回 収 率 35.2％）

 本 調 査 県 調 査 国 調 査

 調 査 年 度 令 和 ６年 度 （2024 年 度 ） 令 和 ６年 度 （2024 年 度 ） 令 和 ６年 度 （2024 年 度 ）

 調 査 名
男 女 共 同 参 画 に関 する市

民 意 識 調 査

男女共同参画社会に関す

る県民意識調査

男 女 共 同 参 画 社 会 に関 す

る世 論 調 査

 調 査 対 象
市 内 在 住 の満 18 歳 以 上

の 2,000 人

県 内 在 住 の 18 歳 以 上 の

男 女 2,000 人

全 国 18 歳 以 上 の日 本 国

籍 を有 する者 5,000 人

 
調査方法 
配布・有効回収数

郵 送 による配 布  
郵 送 及 びインターネット回

収  
763 件 回 収  
（回 収 率 38.2％）

インターネットを利 用 した

調 査  
 
2,000 件 回 収

郵 送 による配 布  
郵 送 及 びインターネット回

収  
2,673 件 回 収  
（回 収 率 53.5％）
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５　市民意見公募の実施  

この計 画 は、渋川 市に暮 らす全ての人がかかわる内 容であることから、策定 に当たっ

て、市民の皆さんの意見を広く求め、その内容を計画に生かすため、市民意見公募を実

施しました。 

結果は次のとおりです。 

 

 

６　計画の策定体制  

この計画は、市の内部だけでなく、外 部の有識者や市民 の皆 さんと協力して策定しま

した。 

市の外部では、「渋川市男女共同参画審議会」を設置し、専門的な視点からの意見を

伺いました。 

また、市役所内部では、「渋 川市男女共同参画庁内推進本部会議」と「渋川市男女共

同参画庁内推進会議」を通じて、関係部署が連携しながら検討を進めました。 

こうした体制により、計画全体の方 向性が市民の実情に即したものとなるよう配慮し

ています。 

 

 

 意 見 等 の募 集 期 間 令 和 ７年 10 月 １日 ～令 和 ７年 10 月 31 日

 意 見 を提 出 できる人 市 内 に在 住 、在 勤 、在 学 する人 等

 意 見 の提 出 方 法 郵 送 、ＦＡＸ、Ｅメール、政 策 戦 略 課 （本 庁 舎 ）又 は各 行 政 センターへの持 参

 意 見 等 の受 付 件 数 ０人 ／０件

「渋川市男女共同参画審議会」の様子
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第２章　男女共同参画を取り巻く動向  

１　国の動き 

国は、男女 がお互いの人権を尊重し、性別にかかわらず個性と能力を十分に発 揮できる

社会を、21 世紀の日本にとって最も重要な課題と位置付け、あらゆる分野で施策を進めて

います。 

（１）　男女共同参画推進のための法整備と改正  

【働き方の改革】 

長時間労働の規制、有給休暇の取得促進、フレックスタイム制 （※１）の拡充など、働き方を

改善するための法律（働き方改革関連法）が順次施行されています。また、正社員と非正規

社員の不合理な待遇差の禁止なども定められています。 

【女性の活躍推進】 

女性 が職業生活 でより活躍 できるよう、「女性 活躍推進法」が改 正され、従 業員 101 人

以上の事業主に行動計画の策定や情報公表が義務付けられ、令和８年４月からは公表義務

が更に拡大します。 

【ハラスメント（※２）対策の強化】 

妊娠・出産に関するハラスメント防止措置義務が設けられたほか、セクシュアルハラスメン

トやパワーハラスメントの防止対策が強化されています。 

【育児・介護との両立支援】 

育児・介護休業法が改正され、特に男性が子どもの出生直後に育児休業を取得しやすく

なるような制度が創設されました。 

【政治分野での男女共同参画】 

衆議 院、参 議院 、地方 議会の選挙 において、男女の候 補者数 ができる限り均等 になるこ

とを目指す法律が制定・改正され、国や地方公共団体の取組が強化されています。 

 

 

 （※１）　フレックスタイム制 ：従 業 員 が始 業 ・終 業 時 刻 を自 身 で選 べる制 度 で、一 定 の時 間 帯 （コアタイム）に勤 務 すれ

ば、ほかの時 間 は柔 軟 に働 けます。仕 事 と生 活 の両 立 を図 る働 き方 の一 つです。 
（※２）　ハラスメント：職 場 などでの嫌 がらせや不 快 な言 動 を指 し、パワハラ・セクハラ・マタハラなど様 々な形 がありま

す。本 人 の意 図 に関 係 なく、相 手 が不 快 に感 じればハラスメントとなることがあります。
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【配偶者からの暴力（ＤＶ）の防止】 

改正「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（配偶者暴力防止法、

ＤＶ防 止 法 ）により、児 童 相 談 所との連 携 が強化 されました。さらに、精 神 的 暴力 も保護 命

令の対象となり、保護命令違反に対する罰則が厳しくなるなど、制度が拡充されています。 

【性をめぐる問題への対応】 

アダルトビデオ出 演 による被 害 を防 ぎ、被 害 者 を救 済 するための法 律 （ＡＶ出 演 被 害 防

止・救済法）が制定されました。これにより、出演契約を無条件で解除したり、撮影された映

像の公 開 をとめたりすることが可 能 になりました。また、刑法 が改正 され、同 意 のない性行

為が犯罪となる「不同意性交等罪」が明確化されたほか、性交同意年齢の引き上げや、性犯

罪の公訴時効期間の延長などが行われています。 

【性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋（※１））への理解促進】 

「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する

法律（ＬＧＢＴ理解増進法）」が制定・施行され、性的指向やジェンダーアイデンティティ（ＳＯＧ

Ｉ）（※２）の多様性に対する国民の理解を深め、寛容な社会の実現を目指しています。 

【困難を抱える女性への支援】 

「売春防止 法」に代わり、「困難な問題を抱える女性への支 援に関 する法律 （困 難女性支

援法）」が制定されました。これにより、女性の意思を尊重し、多様な支援を包括的に提供す

る体制を整備することや、民間団体との協力が明記されました。 

 

 

 

 

 

 

 （※１）　性 的 マイノリティ（LGBTQ+）：性 的 指 向 について、例 えば、〔L〕レズビアン（同 性 を恋 愛 や性 愛 の対 象 とする女

性 ）、〔G〕ゲイ（同 性 を恋 愛 や性 愛 の対 象 とする男 性 ）、〔B〕バイセクシュアル（同 性 も異 性 も恋 愛 や性 愛 の対 象 とする

人 ）等 の呼 称 、性 自 認 については、例 えば、〔T〕トランスジェンダー（出 生 時 の戸 籍 上 の性 とは異 なる性 自 認 を有 する

人 ） 、 〔 Q 〕 ク エ ス チ ョ ニ ン グ （ 性 的 指 向 や 性 自 認 が 定 ま っ て い な い 人 ） 等 の 呼 称 が あ り 、 こ れ ら の 頭 文 字 を 取 っ た

「LGBTQ」に〔＋〕プラス（それ以 外 の性 的 指 向 や性 自 認 に当 てはまるアイデンティティの人 ）を加 えた性 的 少 数 者 （セク

シュアルマイノリティ）を表 す総 称 です。 
（ ※ ２ ） 　 SOGI （ ソ ジ ） ： 恋 愛 感 情 や 性 的 な 関 心 の 対 象 が 、 ど の 性 別 に 向 い て い る か を 表 す 「 性 的 指 向 （ Sexual 

Orientation）」と、自 分 がどの性 別 であるかの認 識 である「性 自 認 （Gender Identity）」の頭 文 字 をとった言 葉

で、LGBTQ＋がセクシャルマイノリティの総 称 の一 つであるのに対 して、SOGI は全 ての人 が持 っている性 のあり方 を表

します。
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（２）　「第６次男女共同参画基本計画」 

政 府 においては、令 和 ８年 度 以 降 を計 画期 間 とする「第 ６次 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 」の

策定 が進 められており、その基本 的 な考 え方 の中 では、次 のようなポイントが示 されていま

す。 

・　「2020 年 代の可能 な限り早 期に指導 的地 位に占 める女性 の割 合が 30％程度 とな

るよう目指して取組を進める」ことを引き続き目指し、取組を強化する。 

その水準を通過点として、2030 年代には、指導的地位にある人々の性別に偏りがな

いような社会となることを目指す。 

・　固 定 的 な性 別 役 割分 担 意 識による女 性 への家 事・育児 等 の負 担の偏り等 を背 景 に、

依然 として、仕 事 と家 庭の両 立 のしづらさや特 に女 性の着実 なキャリア形成 が困 難な状

況を踏まえ、以下のとおり取り組む。 

① あらゆる分野 における意思 決定に女 性が参画するなど、男女 共同参 画 ・女 性活躍

に係る取組を推進する。 

男性 も含めた全 ての人 の就業 環境の改善につながり、更には女性も男性 も暮らし

やすい多様な幸せ（well-being）の実現に資する。 

② 男女共同参画の視点をテクノロジー施策に反映する。 

また、テクノロジーの恩恵を誰もが享受できるよう利活用を支援する。 

③ 地域における男女共同参画を推進し、地域社会の活力を高める。 

男女共同参画機構（令和８年４月１日設立予定）や男女共同参画センターを含む地

方公共団体、経済団体、ＮＰＯ等の連携を図る。 

（３）　「地方創生 2.0 基本構想」 

人口減少が続くことを前提に、それでも地域が元気で豊かであり続けることを目指し、そ

れぞれの地域が持つ魅力を最大限に引き出し、若者や女性に選ばれる地域をつくること、Ａ

Ｉやデジタル技術を活用すること、都市と地方の連携を深めることなどに重点が置かれた持

続可能な地域社会を築くための取組に関する構想です。この中で、女性の地域 社会への参

画促進や多様な働き方の支援なども重要な柱とされています。 

（４）　「重点方針 2025（女性版骨太の方針 2025）」 

女性がその能力を最大限に発揮し、社会のあらゆる分野で活躍できる環境を整備するた

めの政府の重要な指針です。地方においては、教育・就労・起業などの機会が都市部に比べ
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て限 られており、若 年女性 の転出 が課題 となっています。この方針 では、そうした地域 間格

差を是 正 し、女 性 が「地 域で活 躍 し、安 心 して暮 らせる環 境 」を整 備することが重点 的 に示

されています。 

また、男女が共に家庭・地域・職場で役割を担うことを前提とした社会構造の転換を進め

ることが強調されています。 

２　群馬県の動き 

群馬県では、平成 16 年３月に制定された「群馬県男女共同参画推進条例」に基づき、県

民の理解と協力を得ながら、地域社会や職場での男女共同参画社会の実現、そして女性の

活躍推進に取り組んでいます。 

（１）　「第５次ぐんまＤＶ対策推進計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画」 

　令和６年３月には、配偶者からの暴力の防止や被害者保護に関する計画に加え、「困難女

性支 援法 」の施 行 を踏まえ、これらを一体 化した「第５次 ぐんまＤＶ対策 推 進計 画及 び困難

な問題を抱える女性への支援計画」が新たに策定されました。これにより、ＤＶ対策と困難な

状況にある女性への支援がより一体的に行われることとなりました。 

（２） 「第６次群馬県男女共同参画基本計画」 

群馬県においては、令和３年３月に策定した「第５次群馬県男女共同参画基 本計画」（計

画期 間：令 和３年度 ～令和 ７年 度）に基 づき、男 女共 同参 画社 会の実 現に向 けた具 体的 な

施策を推進してきました。 

　現在は、次期計画となる「第６次群馬県男女共同参画基本計画」の策定が進められており、

次のような視点を踏まえながら、施策の充実が図られることとされています。 

・　「第５次群馬県男女共同参画基本計画」を継承する。 

・　「第５次ぐんま DV 対策推進計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画」と統合

し、一体的に推進する。 

・　男女共同参画社会基本法の改正、社会情勢、令和６年度実施の県民意識調査を踏ま

え施策を強化する。 
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３　社会の変化  

近年の日本社会では、人口構造の変化や家族観・働き方の多様化、価値観の変化、更に

は新型コロナウイルス感染症の影響などにより、人々の暮らしや社会の仕組みに大きな変化

が起きています。 

これらの変化は、社会や地域の課題を浮き彫りにするとともに、男女共同参画や多様性

の尊重を前進させる契機にもなっています。 

（１）　固定的性別役割意識の緩和と残存  

　「男は仕事、女は家庭」といった考え方への支持は年々減少傾向にあり、性別にかかわら

ず働きたい、家事・育児を分担したいという意識の広がりが見られます。 

一方で、実際の家庭内分担や職場での昇進機会などには依然として差があり、固定的な

役割意識が根強く残る場面もあります。 

（２）　新型コロナウイルス感染症の影響による社会の再編  

新型コロナウイルス感染症は、社会に大きな影響を及ぼしましたが、その中には男女共同

参画の推進につながる前向きな変化もありました。 

【リモートワークやオンライン会議の普及】 

出社を前提としない働き方が広がったことで、子育て中の人や介護を担う人も柔軟に働

ける環境が整いつつあります。 

【時間の使い方への意識の変化】 

家庭内で過ごす時間が増えたことで、家事・育児を分担する意識が高まり、男性の家庭参

画の契機となった家庭もあります。 

一方で、経済的に不安定な立場にある人々への影響や、ＤＶ・虐待のリスク増加、デジタル

環境へのアクセス格差など、支援を要する課題も明らかになりました。 

こうした社会の変化を的確に捉え、市民一人ひとりの状況に応じた支援と、誰もが自分ら

しく活躍できる環境づくりが、男女共同参画のさらなる推進に求められています。 

（３）　働き方・暮らし方の多様化と課題  
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非正規雇用の増加や共働き世帯の一般化、ひとり親世帯の増加など、家族の形は多様

化しています。これにより、育児や介護と仕事を両立しやすい制度や支援体制の整備が求め

られています。 

女性の就業率は上昇しているものの、非正規雇用の割合が高く、収入やキャリア形成の

面で男女差は依然として大きな課題です。 

厚生労働省の調査では、女性の平均賃金は男性の約 75.8％（令和６年賃金構造基本統

計調査）にとどまっており、依然として賃金格差が存在しています。 

　また、総務省「社会生活基本調査」によると、女性は男性に比べて有償労働が短く、家事・

育児・介護などの無償労働時間が長い傾向が続いており、生活時間においても男女間の格

差が明らかです。 

（４）　男女間の賃金格差や生活時間の差（我が国の現状）　 

内 閣府 男 女 共 同 参画 局 の公表 データ「男 女 共 同 参画 に関 するデータ集」では、我 が国 の

男女共同参画に関わる基本的なデータを、説明文とともに分かりやすく紹介しています。 

この中 で、我 が国 の男女 間 賃 金 格 差 は、長 期 的 に見 ると縮 小傾 向 にあるものの、令 和 ３

年の男性一般労働者の給与水準を 100 としたときの女性一般労働者の給与水準は 75.2

となっており【図１】、ＯＥＣＤ（※１）の加盟国との比較では、依然として格差が大きい状況にあ

ることが分かります【図２】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※１）　OECD：経 済 協 力 開 発 機 構 （Organisation for Economic Co-operation and Development）の略

称 で、経 済 成 長 、開 発 援 助 、自 由 な貿 易 の拡 大 を目 的 とする国 際 機 関 です。
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（資 料 ）内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局  
「男 女 共 同 参 画 に関 するデータ集 」
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また、令和 ５年度 の男女 共同 参画 白書 によれば、我 が国 においては、無償 労働 時間 が女

性に、有償労働時間が男性に偏っており、このことが女性の社会での活躍、男性の家事・育

児への参画を阻害する一因になっている可能性があります。【図３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有償労働時間と無償労働時間の女性の分担割合を見ると、我が国の有償労働時間の女

性の分担割合は 37.5％と 11 か国中で最も小さい一方で、無償労働時間の女性の分担割

合は 84.6％と 11 か国中で最も大きく、諸外国と比較しても、男女間での有償労働時間と

無償労働時間の分担のバランスが極端であることがうかがえます。 

　国 別 に見ると、日 本 、韓 国 、イタリアでは、有 償 労 働 時 間 が男 性 、無 償 労働 時 間 が女 性 に

偏る傾向が特に強い状況であり、「世界経済フォーラム」が公表しているジェンダー・ギャップ

指数（ＧＧＩ）を見ると、北欧諸国は上位にいる一方で、日本、韓国、イタリアは 11 か国中、下

位に位置しています。【図４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 3】労 働 時 間 （有 償 労 働 時 間 と無 償 労 働 時 間 の合 計 ）の国 際 比 較

【図 4】有 償 労 働 時 間 と無 償 労 働 時 間 の女 性 の分 担 割 合 及 びジェンダー・ギャップ指 数

※「有 償 労 働 」は、「有 償 労 働 （すべての仕 事 ）」、「通 勤 ・通 学 」、「授 業 や講 義 ・学 校 での活 動 等 」、「調 査 ・宿 題 」、「求 職 活

動 」、「その他 の有 償 労 働 ・学 業 関 連 行 動 」の時 間 の合 計 。「無 償 労 働 」は、「日 常 の家 事 」、「買 い物 」、「世 帯 員 のケア」、

「非 世 帯 員 のケア」、「ボランティア活 動 」、「家 事 関 連 活 動 のための移 動 」、「その他 の無 償 労 働 」の時 間 の合 計 。
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４　渋川市の現状  

（１）　本市の特色  

渋川市は、これまで厳しい自然と共生しながら、先人たちが地域独自の文化を育んできた

歴史 を持 つまちです。有 形 ・無 形 の地 域資 源 は、市 の歴 史 を物語 る大 切 な財 産 として今 に

受け継がれており、これらが渋川市の大きな魅力となっています。 

【豊かな自然環境】  

本市は日本列島のほぼ中央、赤城山・榛名山・子持山・小野子山といった名山に囲まれ、

中央には利根川と吾妻川が合流し、関東平野へとつながる自然に恵まれた地形です。 

この豊かな自然が育む多様な風土により、日本の名湯・伊香保温泉や、美肌の湯として知

られる小野上温泉など、泉質の異なる魅力ある温泉地が点在しています。 

また、豊富な水資源を生かした工業や、山間地を生かした農業など、多様な産業の発展

にもつながっています。 

【色濃く残された各時代の歴史・文化】  

渋 川市 には、古 墳 時 代の甲 （よろい）を身 につけた成 人 男 性の人 骨が発 見 された金 井東

裏遺跡 をはじめ、国 指定の黒井峯 遺跡など、古 代の人 々の営みを伝える多くの遺 跡があり

ます。 

また、江戸 時代 に建 てられた国指 定重 要有 形民 俗文 化財 「上三 原田 の歌 舞伎 舞 台」や、

渋川郷学の創始者・吉田芝渓の精神など、市内各地に地域の歴史や文化が今なお息づき、
よ し だ し け い

その足跡が守られています。 

【恵まれた交流拠点機能】  

古くから交通の要衝として発展してきた渋川市は、江戸時代には渋川宿を中心に市場町

としてにぎわい、明治以降は馬車鉄道や路面電車の導入によって北毛地域の交通の中核を

担ってきました。 

現在では、関越自動車道（渋川伊香保ＩＣ）を使えば東京まで約２時間、鉄道ではＪＲ上越

線や新幹線を利用して約１時間 30 分でアクセスできるなど、都心とつながる高い利便性が

あります。 

市内には鉄道２路線・８駅、2３路線の路線バス、高速道路のＩＣ２か所が整備されており、

交流・移動のしやすさという点でも本市は大きな優位性を持っています。  
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基本理

 

【図５】渋川市の位置  
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（２）　人口動態と少子高齢化の進行  

本市の人口は減少しており、少子高齢化が進んでいます。 

【総人口】  

本 市の総 人 口 は、年 々減少 が続 いています。国 勢調 査 の結果 では、平 成 ７（1995）年 の

91,162人（合併前６市町村の合計）をピークに、令和２（2020）年には74,581人と25年

間で約18％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１　総人口の推移】 
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【年齢別人口】  

年少 人 口 （15 歳 未 満）及 び生 産年 齢 人口 （15～64 歳）は年 々減 少していますが、老年

人口（65 歳以上）は、増加し続けています。 

平成 ２（1990）年までは年 少人 口が老 年人 口を上回 っていましたが、総人 口がピークと

なった平成７（1995）年に同程度となり、以降は老年人口が年少人口を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表２　年齢３区分別人口の推移】 
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【世帯数】  

本市の世帯数は増加を続け、令和５（2023）年には、32,803 世帯まで増加しました。 

一方、平均世帯人員は減少を続け、同年には 2.23 人まで減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表３　世帯数と平均世帯人員の推移】 

なお、国勢調査結果においても、「夫婦のみ」や「ひとり暮らし」の世帯が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表４　世帯の家族類型別一般世帯】 
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【婚姻と離婚】  

令和２（2020）年以降、婚姻件数は 200 件台前半で推移しており、平成 26 年まで４％

台で推移していた婚姻率は、３％前後と減少しています。 

離婚件数及び離婚率ともに、増減を繰り返しながら全体的には減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表５　婚姻件数と婚姻率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表６　離婚件数と離婚率】 
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【社会増減の動向】  

日 本人 と外 国 人を合 計 した転 入 ・転 出の推 移 は、転 出 超過 の状 況 が続 いていましたが、

令和４（2022）年に転入 超過の状況 となりました。これは日本人の転出超過が縮小してき

たことと、外国人が転入超過の傾向にあることが要因です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表７　転入・転出（転入者数－転出者数）の推移（日本人と外国人の合計）】 

【自然増減の動向】  

平成 12 年以降は、出生数の減少と死亡数の増加が続いており、今後も自然減が進んで

いくことが予想されます。特に、近年の出生数は、300 人台が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表８　出生数と死亡数の推移】 
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【本市の将来の人口の推計】  

本市の将来の人口について、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の研究を基に、３

つの推計条件（仮定内容）で推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計 １では、2040 年に 54,649 人 、2060 年に 36,044 人 ですが、今後、合 計特殊

出 生 率 （ ※ １ ）の上 昇 及 び転 入 と転 出 の均 衡 を実 現 できた場 合 、2040 年 に６万 人 以 上 、

2060 年に４万７千人以上を維持できることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表９　将来の人口推計の結果】 

 

 （※１）　合 計 特 殊 出 生 率 ：15 歳 から 49 歳 までの女 性 の年 齢 別 出 生 率 を合 計 したものです。１人 の女 性 がその年 次 の

年 齢 別 出 生 率 で子 どもを生 むと仮 定 したときの、一 生 の間 に生 む子 どもの数 に相 当 します。

推計条件（仮定内容）

推計１

社人研準拠推計（現状のまま推移）

２０２０年までの人口の動向を勘案、移動率（※１）は、今後、全域的に縮小する
と仮定

推計２

社人研準拠推計＋出生率上昇（シミュレーション１）

社人研準拠推計を基に、合計特殊出生率が２０２０年を基準に２０４０年まで
に希望出生率１．８（※２）を実現すると仮定　

推計３

社人研準拠推計＋出生率上昇＋純移動率ゼロ（シミュレーション２）

社人研準拠推計を基に、合計特殊出生率が２０２０年を基準に２０４０年まで
に希望出生率１．８を実現すると仮定し、さらに純移動率（※３）がゼロで推移
すると仮定

※１移動率：全人口に占める移動人口（市外からの転入者数と転出者数の合計）の割合。 
※２希望出生率 1.8：2020 年 5 月 29 日に国で策定した「少子化社会対策大綱」で目標として定められた出生率のこと。20
15 年 12 月に策定した渋川市人口ビジョン及び第１期渋川市総合戦略の策定のために実施した市民意識調査で、希望出生
率が一般市民「2.05 人」、若者（高校３年生世代）「1.66 人｣であったことも踏まえ、希望出生率 1.8 を推計条件とした。 
※３純移動率：全人口に占める純移動人口（市外からの転入者数と転出者数の差）の割合。　純移動率ゼロは、転入・転出
者数が均衡していることを示す。
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（３）　就業構造の変化と働き方の傾向  

【本市の労働力】 

令和２年度の国勢調査における「労働力」は、満 15 歳以上の就業者と完全失業者（就職

活動をしている失業者）の合計であり、「労働力率」はその割合です。 

本市の労働力率は約 60％であり、全国平均の約 62.1％、群馬県平均の約 62.4％と

比較すると、約２ポイントほど低い状況です。 

また、年齢別に見ると、女性は就学を終えた 20 代前半で高くなり、結婚・出産などで

30 代前半に落ち込んだ後、子育てが落ち着く 40 代後半で再び高くなる「Ｍ字カーブ（※

１）」が、全国的にも男性には見られない女性特有の特徴となっており、本市においても前回

調査（平成 27 年度）と比べると緩やかなものの、いまだ同様の傾向が確認されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表10　本市の労働力率】 

 

 （※１）　M 字 カーブ：女 性 の年 齢 階 級 別 労 働 力 率 をグラフ化 した際 、20 代 後 半 から 30 代 前 半 で一 度 低 下 し、その後

再 び上 昇 する形 がアルファベットの「M」に似 ていることから名 付 けられたものです。主 に出 産 ・育 児 による離 職 の影 響 を

示 しています。
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【本市の産業分類就業人口】  

令和２年度の国勢調査における「産業」は、就業者について、調査週間中にその人が実際

に仕事をしていた事業所の主な事業の種類によって分類されており、日本標準産業分類を

基に再編成し、20 項目の大分類があります。 

同年度の本市状況は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表11　本市の産業分類就業人口】 

 

（資 料 ）国 勢 調 査 、渋 川 市 の統 計 令 和 ６年 度 版
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また、これを男女別に分けたものが次の図ですが、本市は、製造業、次いで医療・福祉、卸

売 業 ・小 売 業 の分 類 の順 に就 業 者 が多 い状 況 であり、男 性 は製 造 業 や建 設 業 、女 性 は医

療・福祉に就業者が多い、という傾向も読み取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表12　本市の産業別就業者数（15歳以上）】 

 

※　国勢調査の報告書上では、第１次産業（Ａ～Ｂ）、第２次産業（Ｃ～Ｅ）、第３次産業（Ｆ～Ｓ）

の３部門に集約している場合があります。 
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【本市の従業上の地位別就業人口】  

令和 ２年 度 の国 勢 調査 では、「従 業 上の地 位」として、就 業者 について、調 査週 間 中にそ

の人が事業 を営んでいるか、雇用 されているかなどによって、次のとおり区分 したものをま

とめています。 

本市では、男性では、「正規の職員・従業員 」が最も多く、女性は「パート・アルバイト・その

他」が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表13　本市の従業上の地位別就業人口】 
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役員 1,516 495

雇人のある業主 615 125

雇人のない業主 2,317 674

家族従業者 303 1,082
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従業上の地位「不詳」 675 487

従業上の地位別就業者数（単位：人）

（資 料 ）国 勢 調 査
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（４）　市民意識調査の結果と課題の顕在化  

【各分野における男女の地位の平等感について】  

令和６年度に実施した市民意識調 査結果から、今なお様々な分 野で「男性が優遇されて

いる」と感じる市民が多く存在することが読み取れます。 

全体では、「③学校教育の場」を除き「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が最

も高く、「③学校教育の場」は「平等になっている」（49.1％）が約５割で最も高くなっていま

す。 

「男性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の合

計値 『男性 優遇 』は「④政 治の場 」（71.7％）、「⑦社会 通念 ・慣 習・しきたりなど」（69.1％）

が約７割、次いで「⑧社会全体」（63.5％）が６割以上となっています。 

一 方、「どちらかといえば女性 の方 が優 遇 されている」「女 性 の方 が非 常 に優 遇 されてい

る」の合計値『女性優遇』はいずれも１割未満となっています。 

 

 

 

＊前 回 調 査 は「男 性 が優 遇 されている」「どちらかといえば男 性 が優 遇 されている」「平 等 である」「どちらかといえば女 性 が

優 遇 されている」「女 性 が優 遇 されている」「どちらともいえない」「わからない」の７選 択 肢 で設 定  
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【家庭生活における男女の平等感】  

全体では、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」（40.1％）が４割以上で最も高

く、次いで「平等になっている」（33.2％）が３割以上となっています。 

合計値『男性優遇』（48.5％）は約５割となっています。 

過去２回の調査と比較すると、『男性優遇』は前回（44.7％）、前々回（50.6％）と同程度

で大きな変化は見られません。 

 
 

性 別 では、男 性 は「平等 になっている」（41.1％）、女 性 は「どちらかといえば男 性 の方 が

優遇されている」（44.9％）がそれぞれ４割以上で最も高くなっています。 

年 代 別 で は 、 30 歳 代 以 下 は 「 平 等 に な っ て い る 」 （ 18 ～ 29 歳 47.1 ％ 、 30 歳 代

37.2％）、40 歳代 以上はいずれの年代も「どちらかといえば男性の方が優 遇されている」

が最も高くなっています。 
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【職場における男女の平等感】  

全体では、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」（35.1％）が３割以上で最も高

く、次いで「平等になっている」（29.4％）が約３割となっています。 

合計値『男性優遇』（45.3％）は４割以上となっています。 

過去２回の調査と比較すると、『男性優遇』は前回（53.1％）や前々回（58.9％）より低く

なっています。 

 

 

性別では、男女とも「どちらかといえば男性の方が優遇されている」（男性 35.9％、女性

35.0％）が３割以上、次いで「平等になっている」（男性 31.9％、女性 27.6％）が約３割と

なっています。 
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【社会通念・慣習・しきたりなどにおける男女の平等感】  

全体では、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」（51.9％）が５割以上で最も高

く、次いで「男性の方が非常に優遇されている」（17.2％）が約２割となっています。 

合計値『男性優遇』（69.1％）は約７割となっています。 

過去 ２回の調 査と比 較すると、『男性 優遇 』は前 回（64.9％）や前々回（67.4％）と同程

度で大きな変化は見られません。 

 
 

性 別 では、男 女 とも「どちらかといえば男 性 の方 が優 遇 されている」が最 も高 く、男 性

（58.3％）は約６割、女性（47.9％）は約５割となっています。次いで男性 は「平等になって
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【「男は仕事、女は家庭」という考え方について】  

全 体 では、「反 対 」（36.4％）、「どちらかといえば反 対 」（30.5％）が３割 以 上 で高 く、合

計値『反対である』（66.9％）は約７割となっています。過去２回の調査と比較すると、『反対

である』は前回（64.5％）と同程度、前々回（51.1％）より高くなっています。 

 

 
＊前 回 調 査 は「そう思 う」「ややそう思 う」「そう思 わない」「あまりそう思 わない」「どちらともいえない」「わからない」の６つ

の選 択 肢 で設 定 しており、「どちらともいえない」（12.6％）と「わからない」（1.8％）を合 わせて表 示  
＊前 々回 調 査 は「夫 は外 で働 き、妻 は家 庭 を守 るべきである」について設 定  
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【結婚している場合（事実婚を含む）の家庭役割分担】  

男女双方の回答結果の比較から、「①食事のしたく」、「②食事の後片付け」、「③買い物」、

「④洗濯」、「⑤掃除」、「⑩家計の管理」は女性の役割として、「⑨自治会などの地域活動への

参加」、「⑪収入を得る」は男性の役割として、本市においても性別によって家庭内の役割が

固定化している状況が推察されます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024 年 度 （いずれも、男 性 （ｎ＝218）、女 性 （ｎ＝265） 

9.6 

81.1 

21.6 

65.7 

11.9 

62.6 

11.9 

75.5 

11.9 

69.1 
0.9 

41.9 

5.0 

31.7 
3.7 

41.9 

53.2 

22.3 

19.7 

61.5 

50.9 
4.9 

73.4 

4.2 
48.6 

10.2 

50.5 

9.8 

64.2 

7.2 

49.1 

6.8 

36.7 

2.3 

20.2 

4.2 
28.4 

4.2 
16.1 

40.8 

58.3 

17.7 

5.5 

55.5 

2.3 

1.9 

1.4 

1.1 

2.3 

2.3 

2.8 

1.9 

4.6 

1.9 

3.2 

0.4 

1.8 

0.4 

0.9 

1.1 

2.3 

1.5 

1.4 

2.3 

9.2 

11.3 

22.5 

21.1 

27.1 

21.5 

15.1 

14.0 

26.6 

20.4 

14.7 

18.1 

15.6 

14.0 

17.4 

10.6 

14.7 

22.3 

13.3 

15.5 

27.5 

27.2 

2.3 

0.8 

2.3 

1.1 

4.6 

1.9 

1.4 

0.4 

3.2 

1.5 

32.1 

30.6 

46.3 

43.0 

36.7 

35.5 

7.8 

10.9 
3.2 

4.2 

7.3 

7.2 

3.2 

0.8 

3.7 

0.8 

3.7 

1.9 

4.6 

1.1 

4.6 

0.4 

12.4 

6.8 

11.0 

6.8 

12.8 

6.8 

6.0 

2.3 

5.5 

1.1 

7.3 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①食事のしたく:男性

女性

②食事の後片付け:男性

女性

③買い物:男性

女性

④洗濯:男性

女性

⑤掃除:男性

女性

⑥育児:男性

女性

⑦家族の看護・介護:男性

女性

⑧学校行事などへの参加:男性

女性

⑨自治会などの地域活動への参加:男性

女性

⑩家計の管理:男性

女性

⑪収入を得る:男性

女性

主に自分 主に配偶者やパートナー 主に、その他の成人の家族

家族全員で分担している あてはまらない 無回答
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【職場での不公平】  

全体 では、「特に男 女の間で不 公平はない」（36.1％）が３割 以上で最も高く、次いで「わ

からない」（15.9％）、「女性は補助的業務や雑務 が多い」（14.6％）、「昇進や昇格の面で、

男女に差がある」（14.4％）、「賃金や昇給の面で、男女に差がある」（14.2％）の４項目が１

割以上となっています。 

 

性別では、男女とも「特に男女の間で不公平はない」（男性 36.7％、女性 35.5％）が約

４割で最も高く、性別による大きな差は見られません。 

 

14.6 

14.4 

14.2 

9.1 

9.1 

6.8 

3.3 

36.1 

15.9 

14.4 

0% 20% 40% 60%

女性は補助的業務や雑務が多い

昇進や昇格の面で、男女に差がある

賃金や昇給の面で、男女に差がある

募集や採用の面で、男女に差がある

ハラスメントの相談窓口や防止規定がない

女性が結婚や出産を機に退職する慣習や雰囲気がある

職場での研修や研究の機会に、男女の差がある

特に男女の間で不公平はない

わからない

無回答 2024年度（ｎ＝485）

15.0 

11.1 

13.7 

10.6 

7.1 

6.6 

3.5 

36.7 

17.7 

15.9 

14.5 

17.2 

14.8 

7.4 

10.9 

7.0 

3.1 

35.5 

14.5 

12.9 

0% 20% 40% 60%

女性は補助的業務や雑務が多い

昇進や昇格の面で、男女に差がある

賃金や昇給の面で、男女に差がある

募集や採用の面で、男女に差がある

ハラスメントの相談窓口や防止規定がない

女性が結婚や出産を機に退職する慣習や雰囲気がある

職場での研修や研究の機会に、男女の差がある

特に男女の間で不公平はない

わからない

無回答

男性（ｎ＝226）

女性（ｎ＝256）
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【男女共同参画に関係する制度等の認知度】  

全 体 では、「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」（88.5％）が約 ９割 で最 も高 く、次 いで

「ジェンダー（社会的性別）」（81.3％）、「ストーカー規制法」（78.6％）が約８割となっていま

す。 

 

 

 
＊上 図 において以 下 の選 択 肢 を省 略 して表 示  

ワーク・ライフ・バランス：ワーク・ライフ・バランス（仕 事 と生 活 の調 和 ） 
ポジティブ・アクション：ポジティブ・アクション（積 極 的 改 善 措 置 ） 
アンコンシャス・バイアス：アンコンシャス・バイアス（性 別 等 による無 意 識 の思 い込 み） 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ：リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性 と生 殖 に関 する女 性 の健 康 ／権 利 、※１） 
渋 川 市 の男 女 共 同 参 画 関 連 条 例 ：渋 川 市 男 女 共 同 参 画 及 び多 様 性 を尊 重 する社 会 を推 進 する条 例  

 
 
 

 

88.5 

81.3 

78.6 

73.3 

69.1 

60.0 

57.5 

54.4 

44.4 

29.6 

25.4 

10.7 

9.8 

9.6 

7.9 

6.8 

6.0 

1.8 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）

ジェンダー（社会的性別）

ストーカー規制法

男女雇用機会均等法

育児・介護休業法

ＤＶ防止法

男女共同参画社会

ＬＧＢＴＱ

ワーク・ライフ・バランス

男女共同参画社会基本法

女性活躍推進法

ポジティブ・アクション

アンコンシャス・バイアス

困難女性支援法

渋川市の男女共同参画関連条例

第２次渋川市男女共同参画計画

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

見たり聞いたりしたことがあるものはない

無回答

2024年度（ｎ＝763）

 （※１）　リプロダクティブ・ヘルス／ライツ：「性 と生 殖 に関 する健 康 と権 利 」のことで、全 ての人 が自 らの意 思 で性 や生 殖

に関 する健 康 を守 り、子 どもを持 つかどうか・いつ持 つかを自 由 に決 める権 利 （ライツ）と、それを支 える健 康 （ヘルス）を

保 障 する考 え方 です。性 教 育 や医 療 へのアクセスも含 まれます。近 年 は、「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」

とも称 され、「ＳＲＨＲ」と略 されます。
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【男女共同参画社会実現のために渋川市が力を入れるべきこと】  

全体では「保育の施設やサービス、高齢者等の施設や介護サービスを充実する」（40.2％）

が４割以 上 で最 も高 く、次 いで「審 議 会 の委 員 や管 理 職 など、市 の政 策 や方 針 決 定 の場 に

女性 を積 極 的に登用 する」（30.4％）、「育児 や介 護 中 であっても仕事 が続 けられるように

企業に働きかける」（28.3％）が約３割となっています。 

 

 
40.2 

30.4 

28.3 

25.7 

25.2 

18.7 

17.0 

10.4 

7.7 

5.9 

5.8 

5.4 

4.2 

3.3 

8.1 

5.0 

0% 20% 40% 60%

保育の施設やサービス、高齢者等の施設や介護サービスを充実する

審議会の委員や管理職など、市の政策や方針決定の場に女性を積極的に

登用する

育児や介護中であっても仕事が続けられるように企業に働きかける

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など、男女ともに働き方の見直しを進

めるように企業に働きかける

育児や介護などでいったん仕事を辞めた人の再就職を支援する

民間企業・団体などに、女性の職域拡大や管理職登用が進むよう働きか

ける

女性や男性の生き方や悩みに関する相談の場を提供する

男女の平等と相互の理解や協力について学習機会を充実する

男女の平等と相互の理解や協力について広報・ＰＲする

男女共同参画や女性活躍に取り組む事業所に対して、独自に支援や評価

を行う

地域活動・地域団体の女性リーダー育成を支援する

女性に対する暴力を根絶するための取組を進める

女性の健康への取組を進める

男女共同参画団体などとの連携を強める

わからない

無回答

2024年度（ｎ＝763）



- 35 - 

５　第２次計画の成果と分析  

本市では、「第２次渋川市男女共同参画計画」に基づき施策を推進し、各種啓発等に取り

組んできました。 

また、令和６年４月に施行した「渋川市男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進

する条例」の理念に基づき、女性の健康や性の多様性に関するセミナーを開催するなど、誰

もが自分らしく活躍できる社会の実現に向けた取組を加速させています。 

令 和 ６年 度 までの取 組 の中 では、啓 発 活 動 や各 種 分 野 における女 性 参 画の促 進 には一

定の成果を得た一方で、健康や防災分野など一部の指標が未達成となりました。 

（１）　「基本目標Ⅰ　男女共同参画の啓発と人権尊重のまちづくりの推進」について 

上記目標を達成するために、市民や市職員等を対象とした各種啓発活動や研修、講座等

の開催を行ってきました。 

固定的 な性別役割分 担意識の解消は着実に進み、男女混合 名簿の推 進等を通じ、若年

層を中心とした意識改革の進展は、市民意識調査結果などからも読み取れますが、目標値

への到達に向け、更に施策を進めていく必要があります。 

特に「男女共同参画関連の出 前講座」については、対象となる市民への周知不足の改善、

夜間・休日やオンライン形式の導入など、市民がより参加しやすくなるような仕掛けづくりが

求められます。 

 

【第２次計画指標値一覧】 

 

 

 
項目名

基準値 

（平 成 29年 度 ）

現状値 

（令和６年度）

目標値 

（令和７年度）

 「男は仕事、女は家庭」という考え方にそうは思

わない（「あまりそう思わない」も含む）と応え

る市民の割合（市民意識調査）

64.5％ 66.9％ 70.0％

 社会通念、慣習・しきたりにおいて男女平

等であると感じている市民の割合（市民

意識調査）

10.9％ 12.3％ 15.0％

 男女共同参画関連の出前講座開催回数 １回 ０回 ３回
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（２）　「基本目標Ⅱ　家庭における男女共同参画の促進」について 

「家庭生活」における男女の平等感は改善傾向にあり、家事・育児における性別にかかわ

らない役割分担が進むほか、ファミリー・サポート・センター、障害児保育、病児・病後児保育

等の各種保育サービスの充実と活用には一定の成果が見られました。 

一方、健康分野における指標値として、「がん検診受診率」を掲げましたが、日程や場所の

制約、費 用感などが受診の向 上を妨げていると考えられ、予約導線の簡 略化、周 知方法の

改善が求められていると分析しています。 

また、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の周知度 についても、新たな取 組は進めたもの

の、用語の難解さや若年層への情報到達の不足が課題となり、目標値とはいまだ大きな乖

離が生じています。 

今後は、学校教育やＳＮＳを活用した広報活動を通 じ、早期からの関連情報へのアクセス

を通じ、ユース世代からの理解の促進を図っていきます。 

 

【第２次計画指標値一覧】 

 

 

 
項目名

基準値 

（平 成 29年 度 ）

現状値 

（令和６年度）

目標値 

（令和７年度）

 「家庭生活」において男女平等であると感

じている市民の割合（市民意識調査）
27.5％ 33.2％ 35.0％

 ファミリー・サポート・センター会員数 1,165 人 1,388 人 1,200 人

 ファミリー・サポート・センター利用件数 383 件 1,012 件 510 件

 

乳がん・子宮頸がん・前立腺がん検診受

診率

乳がん： 

16.9％ 

子宮頸がん：

12.0％ 

前立腺がん：

12.9％

乳がん： 

14.5％ 

子宮頸がん：

12.6％ 

前立腺がん：

9.9％

乳がん： 

50.0％ 

子宮頸がん：

50.0％ 

前立腺がん：

50.0％

 「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の言

葉の周知度（市民意識調査）
4.2％ 6.0％ 15.0％
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（３）　「基本目標Ⅲ　地域・就業における男女共同参画の推進」について 

働く女性への情報提供やセミナーの開催等各種支援策を通じ、様々な分野で女性の参画

や登用が進み、各指標値は順調な改善傾向にあります。 

一 方 で、市 民 の安 心 や安 全 に直 結 する防 災 の分 野 では、女 性 人 材 の発 掘 の遅 れが現 状

値に影響しており、優先的に改善を講じていく必要があります。 

今後は女性人材のデータベース化や、さらなる研修機会の提供が必要であると考えられ、

国や県と連携して、着実に取り組む必要があります。 

 

【第２次計画指標値一覧】 

 

 

 
項目名

基準値 

（平 成 29年 度 ）

現状値 

（令和６年度）

目標値 

（令和７年度）

 審議会等委員への女性の登用率 23.0％ 30.7％

35.0％

 認定エコ・リーダーの女性比率 26.7％ 30.9％

 防災会議における女性委員登用率 8.9％ 14.3％

 安全で安心なまちづくり協議会女性登用

率
23.8％ 28.6％

 農業委員の女性登用率 0％ 31.5％

 女性委員のいない審議会等の数 ７ 2 0

 農村生活アドバイザーの数 9 人 8 人 10 人

 シルバー人材センター会員登録者数 565 人 558 人 635 人

 国際交流事業への参加者数 557 人 530 人 650 人

 職場において男女平等と感じている市民

の割合（市民意識調査）
26.0％ 29.4％ 35.0％

 市職員の管理職に占める女性の割合（一

般行政職）
17.1％ 17.6％ 25.0％

 働く女性のためのセミナー等の開催 １回 ３回 ２回
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（４）　主な成果や第３次計画との接続  

第２次計画では、市民意識の啓発や女性参画の促進に積極的に取り組み、以下のような

成果が見られました。 

 

・　「渋 川 市 男 女 共 同 参 画 推 進 懇 談 会 」から「渋 川 市 男 女 共 同 参 画 審 議 会 」への移 行 や

「渋川市男女 共同参画及び多様性を尊重する社 会を推進する条例」の制定により、推進

体制の強化や、市域における理念の明確化や共有を進めました。 

・　臨時 保育 室 の開 設 等、子 育て世 代への支援 を通 じ、育児 と社 会活 動の両 立を進 めま

した。 

・　市 民 意 識 調 査 や事 業 所 実 態調 査 を実 施 し、市 民ニーズに基 づく政 策形 成 を進めまし

た。 

・　パートナーシップ宣誓制度を導入し、多様性を尊重する社会の実現に向けた取組を進

めました。 

・　女 性 の健康 支 援 セミナーや性の多 様 性に関する啓発 活 動 を積極 的 に実 施 し、幅広 い

世代への知識の普及を進めました。 

・包括連携企業との協働による展示や広報活動を通じて、女性特有の健康課題等に関し

て、社会全体での理解促進を進めました。 

 

これらの取組により、男女共同参 画の理念が市民生活に浸透しつつあることが確 認され

ましたが、健康支援や防災参画などの分野での課題も残されました。 

これらの成果と課題を踏まえ、第３次計画では次の視点について、重点的に推進していく

必要があると分析しています。 

 

・　引き続き各種審議会等への女性登用を拡大し、成果指標の管理を徹底していく。 

・　セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツを若年層にも理解できる形で普及させる

とともに、検診の受診率を高めていく。 

・　訓練や会議における女性参画を進め、地域横断的な人材供給を行う。 

・　ＬＧＢＴＱ＋の理解の促進、困難女性への支援をより実効性のあるものとする。 

 

第２次計画で得られた成果を基盤として、課題を克服しながら、誰もが自分らしく活躍で

きる男女共同参画社会、共生社会の実現を目指します。  
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第３章　計画の内容  

　本 計 画は、「男 女 共 同参 画 社 会 基本 法 」及 び「群 馬 県 男 女 共同 参 画 推 進条 例 」、「渋川 市

男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を踏まえ、また、「第２次渋川市

男女共同参画計 画」を継承し、次の「基本理 念」と「基 本目標」を定めるとともに、国や社会

の動向等を踏まえた施策の展開を図り、男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念

全ての市民が固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みから解
放され、性別にかかわらず、自分らしい考え方や生き方を選択できるこ
とを互いに認め合い、かつ、共に責任を担うことができる、男女共同参
画社会を実現するまち

基本目標

●基本目標Ⅰ 

男女共同参画及び多様性を尊重する社会づくりを進めるまち 

●基本目標Ⅱ 

男女が共に働きやすく、ジェンダー・ギャップのない環境づくりを進め

るまち 

●基本目標Ⅲ 

誰もが安心かつ健康に暮らすことのできる地域づくりを進めるまち 

●基本目標Ⅳ 

あらゆる暴力のない、安全なまちづくりを進めるまち

人口減少や東京への一極集中といった大きな課題に対応する「地方
創生 2.0 基本構想」、地域の元気を取り戻す上で特に重要な「女性活
躍」を推進する「重点方針 2025」を意識し、また、多様な主体との連
携によって男女共同参画社会の実現を目指すものとし、施策や事業を
展開していきます。

施策の展開に向けた考え方
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施 策 目 標 １　

基本目標Ⅱ　男女が共に働きやすく、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・ｷﾞｬｯﾌﾟのない環境づくりを進めるまち

施 策 目 標 ４　

【基本理念】　全ての市民が固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みから解放

され、性別にかかわらず、自分らしい考え方や生き方を選択できることを互いに認め合

い、かつ、共に責任を担うことができる、男女共同参画社会を実現するまち

施 策 目 標 ２　

施 策 目 標 ３　

各 種 審 議 会 等 への女 性 の参 画 推 進

地 域 活 動 に おける男 女 共 同 参 画 の促 進

就 業 支 援 と働 く力 の育 成 支 援 自 営 業 における労 働 環 境 の改 善

働 きやすい職 場 環 境 の整 備

ワーク・ライフ・バランスの推 進

家 庭 生 活 における男 女 共 同 参 画 の促 進

渋 川 市 女 性 活 躍 推 進 計 画

渋 川 市 女 性 活 躍 推 進 計 画

渋 川 市 女 性 活 躍 推 進 計 画

施 策 目 標 １　

施 策 目 標 ３　

基本目標Ⅳ　あらゆる暴力のない、安全なまちづくりを進めるまち

施 策 目 標 ２　

女 性 登 用 の促 進 と人 材 育 成

防 災 における女 性 参 画 の推 進

あらゆる暴 力 等 の予 防 と根 絶 のための啓 発

相 談 体 制 の確 保

様 々なハラスメントや暴 力 に関 する周 知 ・啓 発

ハラスメント等 への支 援 と予 防 体 制 の構 築

渋 川 市 ＤＶ防 止 基 本 計 画

政 策 ・ 方 針 決 定 過 程 へ の

女 性 の 参 画 推 進

地 域 に お け る 方 針 決 定

過 程 へ の 女 性 の 参 画 推 進

女 性 の 就 業 ・ 起 業 支 援

男 女 が い き い き と 暮 ら せ る 、
多 様 な 働 き 方 と
ﾜ ｰ ｸ ・ ﾗ ｲ ﾌ ・ ﾊ ﾞ ﾗ ﾝ ｽ の 推 進

防 災 に お け る

女 性 参 画 の 推 進

配 偶 者 や 交 際 相 手 か ら の

暴 力 の 防 止 と 被 害 者 支 援

あ ら ゆ る ハ ラ ス メ ン ト や

暴 力 の 根 絶

計画の体系

施 策 目 標 １

施 策 目 標 ２　

ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平 等 に関 する広 報 や啓 発

基本目標Ⅰ　男女共同参画及び多様性を尊重する社会づくりを進めるまち

庁 内 研 修 の充 実 ・強 化

学 校 等 における啓 発 や教 育

活 動 の推 進

共 生 社 会 の実 現 に向 けた広

報 や啓 発

多 様 な性 への理 解 の促 進

多 文 化 共 生 と国 際 理 解 の促 進

男 女 共 同 参 画 意 識 の醸 成

多 様 性 に関 する市 民 理 解  
の増 進 と学 習 機 会 の提 供

基本目標Ⅲ　誰もが安心かつ健康に暮らすことのできる地域づくりを進めるまち

施 策 目 標 １　

施 策 目 標 ２　

施 策 目 標 ３　

支 援 方 法 の整 備

福 祉 サービスの充 実

子 育 てにかかわる多 様 なサービス の提 供 と支 援

介 護 にかかわる 多 様 なサービスの提 供 と支 援

ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞごとの健 康 課 題 への支 援 と啓 発

生 涯 を通 じた心 身 の健 康 づくりの推 進

渋 川 市 困 難 女 性 支 援 計 画

生 涯 を 通 じ た 市 民 の

健 康 づ く り の 推 進

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙに対 応 した子 育 て

や 介 護 等 へ の 支 援 の 充 実

様 々 な 困 難 を 抱 え る 女 性

へ の 支 援 の 充 実
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第４章　施策の展開  

基本目標Ⅰ　男女共同参画及び多様性を尊重する社会づくりを

進めるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策目標 施策

 
１ 男女共同参画意識

の醸成

（１）　ジェンダー平等に関する広報や啓発 

(２)　庁内研修の充実・強化 

(３)　学校等における啓発や教育活動の推進

 

 ２ 多様性に関する市民

理解の増進と学習機

会の提供

（１）　共生社会の実現に向けた広報や啓発 

（２)　多様な性への理解の促進 

(３)　多文化共生と国際理解の促進

 
項目名

現状値 

（令 和 ６年 度 ）

目標値 

（令 和 12 年 度 ）

 「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛同しないと

回答した市民の割合（市民意識調査）
66.9％ 80.0％

 「社会通念・慣習・しきたりなど」において男女平等で

あると感じている市民の割合（市民意識調査）
12.3％ 20.0％

 
「ＬＧＢＴＱ＋」の言葉の認知度（市民意識調査） 54.4％ 70.0％

成 果 指 標

市広報紙のしぶかわジェンダー平等推進表彰  

受賞者の紹介コーナー
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施策目標１　男女共同参画意識の醸成  

 

■ 現状と課題                                                         

 

渋川市では、これまでも男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発に努めてきました。 

令 和６年 度 に行った市 民 意識 調 査 結果 からは、本市 では、「男 は仕事 、女 は家庭 」という

固定 的 性別 役 割 分担 意 識 について、反 対（66.9％）が賛 成 （17.4％）を大 きく上回 ってお

り、男女共同参画の推進について一定の理解が見られました。（Ｐ30 上 段 参 照 ） 

しかし、年代別に見ると、賛成とする回答が 20 歳代では 9.4％、30 歳代では 9.0％で

ある一方、40 歳代 では 18.5％、50 歳代では 18.1％と、年代ごとの差異が見受けられ、

依然としてジェンダー・ギャップ（固定的な性別役割分担意識）や、性別に基づくアンコンシャ

ス・バイアス（無意識の思い込み）が根強く残っていることが示唆されました。（Ｐ30 下 段 参 照 ） 

なお、「男女共同参画社会基本法」第４条では、「社会における制度又は慣行が、性別によ

る固定的な役割分担などを反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない

影響 を及 ぼすことにより、男 女共 同参 画社 会の形成 を阻害 する要因 となるおそれがあるこ

とに鑑み、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない」と規定しています。 

また、同法第 15 条 では、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策の

策定及び実施に当たって、男女共同参画社会の形成への配慮を求めており、本市の施策の

様々な場面で配慮することが重要です。 

 

１　固定的な性別役割分担意識の根強さ 

本市では、「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担意識について、反対が賛成

を大きく上回っているものの、年代ごとの差異が見受けられ、依然として固定的な性別役割

分担意識や、性別に基づく偏見が根強く、その解消には継続的な啓発が必要です。 

 

 

 現状分析

 課題
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２　多様な生き方・働き方への理解不足  

既存の価値観にとらわれず、個人の多様な選択を尊重する意識の醸成が不 十分であり、

女性の社会進出やキャリア形成に対する否定的な意識が依然として存在しています。 

３　情報リテラシーの向上  

メディアやインターネット上の不 正 確な情 報、偏 見 を助長 する表 現を見 極 めるリテラシー

のさらなる向上が必要です。 

 

策定が進む国の 「第６次男女共同参画基本計画」及び「重点方針 2025」の趣旨を踏ま

え、固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発を継続的かつ重点的に進めます。 

また、「地方創生 2.0 基本構想」が目指す「関係人口の量的・質的向上」や「多様な人材が

活躍 できる機会 の創 出 」の実 現 には、性 別 に制約 されない、多 様 な生き方 や働き方 を尊重

する意識の醸成が必要なことから、「若年層」や「男性向け」等の属性に寄り添った啓発やラ

イフステージに応じた情報提供、学習機会を充実させるほか、固定観念にとらわれず、家庭・

職場・地域などで多種多様に活躍する市民や事業者の姿をロールモデルとして展開します。 

また、情報リテラシー向上のための教育プログラムを開発し、偏見や差別を助長する情報

への対抗力を高めることで、地域全体の持続的発展に資する強固な基盤を形成します。 

 

· 市民 ：意識啓発講座への積極的な参加、地域活動を通じた意見交換、ＳＮＳなどでの

情報発信による意識変革の促進 

· 民間 団 体 ・ＮＰＯ：講演 会 やワークショップの共 同 開 催、男 女 共 同 参画 に関 する情 報

発信、多様なロールモデルの紹介 

· 保育園・幼稚園・学校等 ：学校教育における性別役割分担意識解消のための教育プ

ログラムの共 同開 発・実 施 、情 報リテラシー教 育 の強 化 、キャリア教育 での多 様な働

き方の提示 

· 事業 者 ：従 業 員 への男女 共 同 参 画 意 識 啓 発 研 修 の実 施 、多 様 な働 き方 を許容 する

職場環境づくりへの協力、男性の育児・介護参加の促進 

 施策の方向性

 関係当事者との連携ポイント
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■ 施策                                                              

１-１-１　ジェンダー平等に関する広報や啓発  

男 女 共 同 参 画 やジェンダー平 等 についての正 しい知 識 を普 及 させるため、市 民 に分

かりやすい啓発と情報提供に努めます。 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 
市 民 への周 知 ・啓 発

市 広 報 紙 及 び市 ホームページのほか、市 公 式 ＳＮＳ

や動 画 など、様 々な媒 体 で男 女 共 同 参 画 に関 する

情 報 発 信 を行 います。

政 策 戦 略 課

 

男 女 共 同 参 画 に関 する

学 習 の機 会 の提 供

市 民 等 を対 象 とし、男 女 共 同 参 画 に関 して、アンコ

ンシャス・バイアスなど様 々なテーマで講 座 やセミ

ナー等 を、庁 内 ・庁 外 の関 係 者 との協 働 により実

施 します。

 
「渋 川 市 男 女 共 同 参 画

及 び多 様 性 を尊 重 する

社 会 を推 進 する条 例 」

の周 知

「渋 川 市 男 女 共 同 参 画 及 び多 様 性 を尊 重 する社

会 を推 進 する条 例 」の認 知 度 向 上 に向 け、積 極 的

に周 知 を行 います。

 
市 職 員 意 識 調 査 の実 施

職 員 の男 女 共 同 参 画 意 識 の状 況 を把 握 するた

め、定 期 的 に意 識 調 査 を実 施 します。

政 策 戦 略 課  

人 事 課

 

民 間 の事 業 所 に対 する

周 知

公 共 機 関 だけでなく、市 内 の会 社 や店 舗 などにお

いても、男 女 共 同 参 画 社 会 の実 現 に向 けた取 組

が広 がるよう、民 間 の事 業 所 を対 象 とした啓 発 を

進 めます。

政 策 戦 略 課  

産 業 政 策 課

 

ＮＰＯ・ボランティア団 体

等 への支 援

視 察 研 修 ・セミナー・情 報 交 換 会 の開 催 などを通

じ、ＮＰＯやボランティア団 体 の交 流 を支 援 するこ

とで、男 女 共 同 参 画 社 会 の実 現 を図 ります。

市 民 協 働 推

進 課

 

人 権 教 育 講 座 の開 催

市 民 を対 象 とした人 権 教 育 講 座 等 において、男 女

共 同 参 画 に関 する事 業 の積 極 的 な実 施 を検 討 し

ます。

生 涯 学 習 課  

各 公 民 館

 

関連図書収集・読書推

進

男 女 共 同 参 画 の視 点 に立 った生 涯 学 習 を推 進 す

るため、幼 少 期 ・青 年 期 ・老 年 期 等 のそれぞれのラ

イフステージに必 要 な情 報 を勘 案 しながら、男 女

共 同 参 画 の関 連 図 書 を収 集 し、それらを効 果 的 に

展 示 ・紹 介 することで学 習 機 会 を提 供 します。

渋 川 市 立 図

書 館
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１-１-２　庁内研修の充実・強化  

全ての市職 員が男 女共 同参画の視点で業 務に当たることができるよう、職 員意識 の

向上を図ります。 

 

 

１-１-３　学校等における啓発や教育活動の推進  

子どもの発 達段階 に応じ、人権 尊重 や男女平 等の精 神を高 める学習 と、個性 や能 力

を重視した教育を推進します。 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

市 職 員 研 修 の実 施

人 権 尊 重 、ハラスメント、ＬＧＢＴＱ＋、女 性 活 躍 推

進 ・次 世 代 育 成 支 援 など男 女 共 同 参 画 を意 識 し

た研 修 を実 施 し、市 職 員 の意 識 向 上 を図 ります。

政 策 戦 略 課  

人 事 課

 

教 職 員 研 修 の実 施

「常 時 指 導 （ ※１ ）の充 実 」と「子 どもたちが自 己 有

用 感 （※２）を高 める」ことを目 的 として、人 権 教 育

協 議 会 や研 修 会 を実 施 します。

学 校 教 育 課

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 人 権 意 識 を高 める人 権

教 育 、道 徳 教 育 の推 進

各校の年間指導計画に基づき、教科・特別の教科道

徳・特別活動の指導を実施します。

学 校 教 育 課

 
男 女 混 合 名 簿 の推 進

男 女 混 合 名 簿 の意 義 を踏 まえ、導 入 した名 簿 を各

校 で活 用 していきます。

 

人 権 教 育 の充 実

児 童 ・生 徒 の保 護 者 を対 象 に、人 権 教 育 に視 点 を

当 てた学 習 会 や情 報 提 供 を行 い、啓 発 を行 いま

す。

 

青 少 年 の健 全 育 成

子 どもたちを取 り巻 く状 況 をとらえながら、街 頭

補 導 やインターネットの利 用 方 法 などの啓 発 を通

じ、地 域 の健 全 な環 境 を守 ります。

生 涯 学 習 課  

青 少 年 や親 の悩 み相 談

の実 施

青 少 年 やその保 護 者 を対 象 とし、青 少 年 指 導 員

が、専 用 電 話 ・メール・ＬＩＮＥを通 じ、教 育 研 究 所 な

ど関 係 機 関 や専 門 機 関 と連 携 しながら、対 応 しま

す。

 （※１）　常 時 指 導 ：望 ましい人 間 関 係 の形 成 や規 範 的 意 識 の醸 成 等 を目 的 に、日 常 の教 育 活 動 のあらゆる場 面 で継 続

的 ・意 識 的 に行 う指 導 のことです。 
（※２）　自 己 有 用 感 ：他 者 への貢 献 を通 じて自 分 の価 値 を感 じることです。
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 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

若 年 期 からの性 に関 す

る教 育 機 会 の充 実

児 童 や生 徒 を対 象 として、発 達 段 階 に応 じた内 容

をできるだけ早 期 から、学 校 における保 健 、特 別

の教 科 道 徳 、特 別 活 動 の学 習 を通 じ、生 殖 器 官 や

妊 娠 、エイズ及 び性 感 染 症 予 防 について教 育 を行

うほか、人 権 や自 己 決 定 権 、ジェンダー、多 様 性 、

デ ー ト Ｄ Ｖ や 性 暴 力 の 防 止 な ど に 関 す る 啓 発 や

様 々な学 習 機 会 の確 保 を図 ります。

政 策 戦 略 課  

学 校 教 育 課

 

キャリア教 育 の充 実

学 校 において、生 涯 にわたる多 様 なキャリア形 成

に共 通 して必 要 な能 力 や態 度 を培 うとともに、性

別 にかかわらず多 様 な選 択 を可 能 にする教 育 ・能

力 開 発 ・学 習 機 会 の充 実 を図 ります。

学 校 教 育 課

「アンコンシャス・バイアスセミナー」の実施
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施策目標２ 　多様性に関する市民理解の増進と学習機会の提供  

 

■ 現状と課題                                                         

 

渋 川 市 では、多 様 性 に関 する理 解 を深 めるための取 組 を進 めていますが、性 的 指 向 や

ジェンダーアイデンティティ（ＳＯＧＩ、Ｐ7 参 照）に関する市民理解はまだ十分ではありません。 

令和 ６年度 市民 意識 調 査では、「ＬＧＢＴＱ」に関する認 知度 自体 も 54.4％で、いまだ市

民の約 半 数 に情 報 が届 いていない状 況であり、基 本的 な知識 や理 解 がない中 では、「性 的

指向や性自認に関するハラスメントへの対応が、知識・体制ともに十分ではない。」といえま

す。（Ｐ33 参 照 ） 

また、ＬＧＢＴＱ＋などの性的マイノリティだけではなく、障害者、外国人など、様々な背景

を持つ人々への理解はまだ十分ではない可能性があります。 

今 後 子 どもたちが多 様 性 を自 然 に受 け入 れられるような教 育 機 会 の提 供 が不 足する場

合、将来的なハラスメントや偏見の発生リスクが懸念されます。 

 

１　ＳＯＧＩに関する理解不足  

ＬＧＢＴＱ＋に対する正しい知識や理解が市民全 体に浸透しておらず、偏見や差別が生じ

る可能性があります。 

２　学習機会の偏り 

多様性に関 する学習機会が十分に提供されておらず、特に子どもや若年層へのアプロー

チが不足しています。 

３　ハラスメントへの対応能力の不足  

多 様 性 に関 するハラスメントへの対 応 について、行 政 職 員 や関 係 機 関 の知 識 ・体 制 が不

十分で、市民への適切な相談支援体制の構築が喫緊の課題です。 

 

 現状分析

 課題
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「ＬＧＢＴ理解増進法」の趣旨に基づき、ＳＯＧＩに関する市民理解を増進するための啓発活

動を強化し、地域全体の包摂性と魅力度を高めます。 

「重点 方針 2025」が目 指す「多 様 性を尊重 し、誰もが安 心して暮 らせる社 会の実現 」に

向け、多様な性のあり方に関する研修会やセミナーを継続的に実施し、正しい知識の普及に

努めます。 

「地方 創生 2.0 基本 構想 」が掲 げる「誰一 人取 り残 さない地域 づくり」を実 現するため、

教育 機関 と連 携し、子どもたちが幼少 期 から性 的マイノリティや障害 、外国 人 など、様々な

背景による多様性を尊重する心を育む教育プログラムを導入します。また、文化交流イベン

トや意見交換会を通じて、相互理解と共生意識を育みます。 

ハラスメント対策 の一 環として、ＳＯＧＩに関するハラスメントの防止 に特化 した啓発 活動

に取り組みます。 

行政内部においても職員研修を徹底し、多様な性に関する相談対応能力を向上させます。 

 

· 市民 ：理解増進のためのイベントへの参加、多様性に関する情報の共有、当事者の声

に耳を傾ける姿勢の醸成 

· 民 間 団 体 ・ＮＰＯ：国 際 交 流 協 会 やＬＧＢＴＱ＋支 援 団 体 との連 携 による専 門 知 識 の

提供、啓発イベントの共同開催、相談窓口の周知協力 

· 保育園・幼稚園・学校等 ：性的指向・性自認に関する教育の導入、いじめ防止対策へ

の協力、教職員向け研修の実施 

· 事業者 ：従業員へのＳＯＧＩに関する研修の実施、ハラスメント防止規程の策定、多様

性を尊重する職場環境づくりと差別のない採用活動の推進 

 

 

 施策の方向性

 関係当事者との連携ポイント
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■ 施策                                                              

１-２-１　共生社会の実現に向けた広報や啓発  

社会 にある障害 、差 別 、偏 見をなくし、全 ての人々が暮 らしやすい共生 社 会の実 現へ

向けて、心のバリアフリーを促進するため、様々な講座や啓発活動を行います。 

 

 

１-２-２　多様な性への理解の促進  

ＬＧＢＴＱ＋などの多様な性への理解を深めるための啓発に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

障 害 平 等 研 修 （ＤＥＴ研

修 ）（※１）の実 施

障 害 のある人 自 身 がファシリテーター（進 行 役 ）と

なり、 ファシリテ ータ ーと の 対 話 やグ ループワ ー

ク、視 覚 教 材 を活 用 して学 ぶ、発 見 型 の研 修 であ

る「障 害 平 等 研 修 （ＤＥＴ研 修 ）」を、児 童 ・生 徒 の

ほか、一 般 の市 民 向 けにも開 催 します。

政 策 戦 略 課

 

ボランティアの育 成 と活

動 支 援

社 会 福 祉 協 議 会 と連 携 して、ボランティアの育 成

や活 動 を支 援 し、高 齢 者 をはじめとする地 域 住 民

にとって、安 心 で住 みやすい地 域 づくりを進 めま

す。

地 域 包 括 ケア

課

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

多 様 性 に配 慮 した表 現

市 が広 報 紙 や出 版 物 等 を作 成 する際 に、男 女 共

同 参 画 及 び多 様 性 を尊 重 する視 点 に立 った表 現

を自 主 的 に取 り入 れられるよう、表 現 の基 準 （ガイ

ドライン）の周 知 徹 底 を行 います。

政 策 戦 略 課

 

多 様 な性 に関 する理 解

の促 進

市 民 等 を対 象 に、性 の多 様 性 に関 する講 座 等 の

実 施 や情 報 発 信 を、庁 内 ・庁 外 の関 係 者 との協 働

により実 施 します。 

また、「渋 川 市 パートナーシップ宣 誓 制 度 （※２）」の

普 及 促 進 に努 めます。

政 策 戦 略 課  

市 民 課  

生 涯 学 習 課

 （※１）　障 害 平 等 研 修 （ＤＥＴ研 修 ）：障 害 のある人 とない人 が対 等 な立 場 で共 に学 ぶ参 加 型 の研 修 です。障 害 者 自 身

がファシリテーターとなり、差 別 や偏 見 の背 景 にある社 会 的 障 壁 について考 えることで、共 生 社 会 の実 現 を目 指 します。 
（※２）　渋 川 市 パートナーシップ宣 誓 制 度 ：戸 籍 上 の性 別 にとらわれず、お互 いを人 生 のパートナーとして宣 誓 した方 に

対 して、2 人 がパートナーの関 係 にあることを市 が証 明 する制 度 で、2020 年 （令 和 ２年 ）12 月 に導 入 しました。
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１-２-3　多文化共生と国際理解の促進  

在住外国人と日本人が互いの生活や文化を理解・尊重し、誰もが暮らしやすいまち

にしていくため、相互理解を深めるための取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

国 内 外 の新 たな取 組 等

の情 報 収 集 と提 供

ジェンダー・ギャップ指 数 等 の現 状 や、ＤＥ＆Ｉ（ダイ

バーシティ・エクイティ＆インクルージョン）（※１）やＳ

ＤＧｓ（Ｐ3 参 照 ）、ミックスルーツ（※２）の住 民 への配

慮 など、世 界 動 静 のほか、男 女 共 同 参 画 や共 生 社

会 に関 する最 新 の情 報 を収 集 するとともに、市 民

に向 けて共 有 や発 信 を行 います。

政 策 戦 略 課

 
在住外国人に対する支

援

在住外国人向けに、生活情報誌等を活用し、生活に

役立つ情報を多言語で発信します。

市 民 協 働 推

進 課

 

国 際 交 流 協 会 （市 民 活

動 ）への支 援

各 種 交 流 事 業 や日 本 語 教 室 、国 際 理 解 講 座 など、

市 民 レベルでの国 際 交 流 を推 進 するため、渋 川 市

国 際 交 流 協 会 の運 営 や事 業 に対 して補 助 を行 い

ます。

 
友 好 都 市 ・姉 妹 都 市 交

流 の推 進

絵 画 の作 品 展 等 、文 化 ・芸 術 事 業 を通 じ、海 外 姉

妹 都 市 等 と互 いの文 化 を知 り、国 際 理 解 や友 好 を

深 めるための交 流 を行 います。

 
公 共 施 設 案 内 標 識 への

外 国 語 併 記 表 示 の推 進

在 住 外 国 人 の住 み良 い環 境 づくりのため、公 共 施

設 案 内 板 等 の外 国 語 併 記 を進 めます。

 

国 際 理 解 教 育 の推 進

子 どもたちの国 際 理 解 を推 進 するため、小 中 学 校

に配 置 されている英 語 指 導 助 手 （ＡＬＴ）を活 用 し、

授 業 内 外 及 び外 国 人 と触 れ合 える機 会 を設 け、英

語 教 育 の充 実 を図 るとともに、子 どもたちの国 際

感 覚 の伸 長 を図 ります。

学 校 教 育 課

 （※１）　DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）：Diversity（ダイバーシティ/多 様 性 ）、 Equity（エクイ

ティ/公 平 性 ）、Inclusion（インクルージョン/受 容 ）の頭 文 字 を取 った言 葉 で、組 織 や社 会 において、多 様 な人 材 を尊

重 し、公 平 な機 会 を提 供 し、それぞれがいきいきと働 き、力 を発 揮 できる環 境 を目 指 していくという考 え方 です。 
（※２）　ミックスルーツ：複 数 の国 や地 域 、文 化 にルーツを持 つ人 のことで、両 親 のどちらか、又 は両 親 ともに外 国 籍 で

ある場 合 や、ルーツが複 数 の国 にまたがる人 をいいます。 
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基本目標Ⅱ 男女が共に働きやすく、ジェンダー・ギャップのない

環境づくりを進めるまち 

 

 

 

 

 

 

 施策目標 施策

 
１ 政策・方針決定過程への

女性の参画推進

（１）　各種審議会等への女性の参画推進 

 

 

 ２ 地域における方針決定

過程への女性の参画推

進

（１）　地域活動における男女共同参画の 

促進

 

 
３　女性の就業・起業支援

（１）　就業支援と働く力の育成支援 

(２)　働きやすい職場環境の整備 

(３)　自営業における労働環境の改善

 

 ４　男女がいきいきと暮らせ

る、多様な働き方とワー

ク・ライフ・バランスの推

進

（１）　ワーク・ライフ・バランスの推進 

(２)　家庭生活における男女共同参画 

の促進

 
項目名

現状：基準値 

（令 和 ６年 度 ）

目標値 

（令 和 12 年 度 ）

 
審議会等委員への女性の登用率 30.7％

40.0％以上 

60.0％以下

 

女性委員のいない審議会等の数 ２

０

 ※「ゼロ」を維

持する。

 「職 場」において男 女 平等 であると感 じている市 民

の割合（市民意識調査）
29.4％ 40.0％

 「家庭生活」において男女平等であると感じている

市民の割合（市民意識調査）
33.2％ 45.0％

 渋 川 市 役 所 における管 理 的 地 位 （課 長 相 当 職 以

上）にある職員に占める女性職員の割合
23.7％ 30.0％

 
「くるみん認定」や「えるぼし認定」等の取得企業数 ２社 ６社

成 果 指 標 

渋川市女性  
活躍推進計画

渋川市女性  
活躍推進計画

渋川市女性  
活躍推進計画
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施策目標１  政策・方針決定過程への女性の参画推進  

 

■ 現状と課題                                                         

 

渋 川 市では、審 議 会等 における女 性 委員 の登 用 や管 理 職 への女 性の登 用 を推 進 してい

ますが、令和 ６年 度実績 は 30.7％であり、第２次計 画の目標値 である 35％に達 していな

い審議会等が複数あり、さらなる向上が求められます。 

【本 市 の審 議 会 等 委 員 への女 性 登 用 率 の推 移 】 

 

また、令和６年 度市 民意識 調査 の結果、「社 会全 体における平等 感」が 15.6％であった

一方、男性が優遇されていると感じる市民は 63.5％であり、数値目標達成だけでなく、実

質的な参画を強く促していく必要があります。（Ｐ26 参 照 ） 

 

１　女性の参画機会の不足  

審議 会等への女性 の登用 が目標 に達 しておらず、また、地域における意思決 定の場 への

女性の参画が限定的です。 

２　意識と制度のギャップ 

女性の参画推進への意識は高まりつつあるものの、それを具体的に後押しする制度や慣

行が十分に整備されておらず、女性のリーダーシップ育成プログラムも不足しています。 
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３　ロールモデルの不足  

政策・方針決定過程で活躍する女性のロールモデルが少なく、次世代の女性が参画への

意欲を持ちにくい状況です。 

 

策定が進む国の「第６次男女共同参画基本計画」及び「重点方針 2025」に基づき、市域

における政策・方針決定過程への女性の参画を更に推進します。 

多様な視点や経験が政策立案に反映されることで、より実効性の高い地域課題解決やイ

ノベーション創 出が可 能となるため、審 議会 等における女性 委 員の登 用目 標値 の見直 しと

達成に向けた積極的な取組（例：女性人材バンクの活用、公募の促進）、市の管理職への女

性の登用促進のための意識改革と研修の実施を行います。 

「地方 創生 2.0 基 本 構想 」が目指 す「多 様な人 材による地域社 会の活性 化」を実現 する

ため、「女性活躍推進法」に基づき、事業所における女性の活躍を推進するための情報提供

や支 援を強化し、女性 リーダーの育 成を進め、地域の持続的 な発展と活 力の向 上を図りま

す。 

 

· 市民 ：政策提言や市民活動への参加、女性リーダー育成講座への積 極的な参加、地

域における女性の活躍事例の発信 

· 民間団体・ＮＰＯ：女性リーダー育成プログラムの共同開発・実施、女性の活躍事例の

情報発信、地域での女性のネットワーク構築支援 

· 事業者：企業における女性管理職登用目標の設定と達成、女性活躍推進に関する情

報交換会の開催、育児休業取得後のキャリア形成支援 

 

 施策の方向性

 関係当事者との連携ポイント
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■ 施策                                                              

２-１-１　各種審議会等への女性の参画推進  

審 議会 等 への女 性 委員 登 用 比 率 に関 する目 標 を着 実 に達 成 するための取 組 を強 化

します。 

 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

各 審 議 会 等 委 員 への女

性 登 用 率 の把 握 ・公 表

の実 施

各 種 審 議 会 等 への女 性 登 用 率 を調 査 し、その結

果 を市 民 に対 し公 表 します。 

また、男 女 構 成 比 を意 識 した委 員 等 の推 薦 ・選 任

を呼 びかけるとともに、女 性 人 材 を把 握 し情 報 提

供 を行 うことにより、女 性 委 員 の登 用 推 進 を図 り

ます。

政 策 戦 略 課  
女 性 管 理 職 登 用 の推 進 ・ 

啓 発

市 民 等 を対 象 とし、表 彰 制 度 やロールモデルを活

用 した周 知 ・啓 発 をはじめ、女 性 管 理 職 登 用 につ

いての講 座 等 の実 施 や情 報 発 信 を行 います。

 

保 育 サポーターの派 遣

イベントや会 議 などの開 催 に併 せて臨 時 保 育 室 を

開 設 するため、保 育 サポーターを派 遣 し、子 育 て

世 代 の参 画 を促 進 します。

 
女 性 活 躍 推 進 特 定 事 業

主 行 動 計 画 の推 進 ・実

施

「特 定 事 業 主 行 動 計 画 ～渋 川 市 職 員 ワーク・ライ

フ・バランス実 現 プラン～」に基 づき、女 性 職 員 の

管 理 職 への積 極 的 な登 用 を実 施 します。

人 事 課

市主催事業への保育サポーターの派遣
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施策目標２　地域における方針決定過程への女性の参画推進  

 

■ 現状と課題                                                         

 

地域活動や自治会、ＰＴＡなどの地域における方針決定の場では、依然として男性の比率

が高い傾向が見られます。 

令和６年度市民意識調査の結果では、「地域活動の場」における男女の平等感は 27.7％、

「社会通年・慣習・しきたり」においては 12.3％である一方、男性が優遇されていると感じる

市民は、それぞれ 41.3％、69.1％であり、強いジェンダー・ギャップがうかがえます。（Ｐ26 参

照 ） 

また、同 調査 において、「自 治会 などの地域 活動 への参加 」は、男性 は「主 に自 分」が５割

以上、女性は「主に配偶者やパートナー」が４割以上で最も高いほか、「学校行事などへの参

加」は、「あてはまらない」を除き、男性は「主に配偶者やパートナー」が約３割、女性は「主に

自分」が４割以上で最も高くなっており、実態としても特に女性が地域 活動へ参加しにくい

現状があり、固定的な役割分担意識に加え、家事・育児との両立の難しさなどが推測されま

す。（Ｐ31、Ｐ56 参 照 ） 

 

 

 

 現状分析
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【自治会などの地域活動への参加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校行事などへの参加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.2

22.3

13.3

46.7

48.7

67.8

56.2

19.4

31.8

18.2

22.1

24.1

16.1

40.8

20.0

30.8

15.3

11.0

27.8

47.7

40.0

44.1

42.6

2.3

1.5

6.7

5.1
1.7

1.4

2.8
2.3

3.6

14.7

22.3

46.7

20.0

10.3

10.2

12.3

33.3

11.4

27.3

25.0

14.8

7.8

10.9

33.3

13.3

2.6

3.4

4.1

16.7

6.8

10.9

8.8

7.4

6.0

2.3

2.6

1.7

15.1

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性（ｎ＝218）

女性（ｎ＝265）

男性・30歳代（ｎ＝15）

男性・40歳代（ｎ＝30）

男性・50歳代（ｎ＝39）

男性・60歳代（ｎ＝59）

男性・70歳以上（ｎ＝73）

女性・30歳代（ｎ＝36）

女性・40歳代（ｎ＝44）

女性・50歳代（ｎ＝55）

女性・60歳代（ｎ＝68）

女性・70歳以上（ｎ＝54）

主に自分 主に配偶者やパートナー 主に、その他の成人の家族

家族全員で分担している あてはまらない 無回答

3.7

41.9

6.7

5.1

3.4

2.7

36.1

68.2

41.8

39.7

25.9

28.4

4.2

20.0

30.0

48.7

32.2

16.4

9.1
1.8

1.5

9.3

0.9

1.1

1.7

1.4

2.8

1.5

1.9

17.4

10.6

60.0

33.3

12.8

11.9

9.6

36.1

9.1

10.9

4.4
1.9

36.7

35.5

20.0

30.0

25.6

40.7

43.8

25.0

13.6

43.6

45.6

38.9

12.8

6.8

7.7

10.2

26.0

1.8

7.4

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性（ｎ＝218）

女性（ｎ＝265）

男性・30歳代（ｎ＝15）

男性・40歳代（ｎ＝30）

男性・50歳代（ｎ＝39）

男性・60歳代（ｎ＝59）

男性・70歳以上（ｎ＝73）

女性・30歳代（ｎ＝36）

女性・40歳代（ｎ＝44）

女性・50歳代（ｎ＝55）

女性・60歳代（ｎ＝68）

女性・70歳以上（ｎ＝54）

主に自分 主に配偶者やパートナー 主に、その他の成人の家族

家族全員で分担している あてはまらない 無回答
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１　地域活動における女性のリーダーシップ不足  

家事・育児・介護の負担が女性に集中していること、地域活動に関する情報不足、参加へ

の心理的ハードルなどが女性の地域活動参加を妨げていると考えられます。 

２　参加障壁の存在  

女性の参画推進への意識は高まりつつあるものの、それを具体的に後押しする制度や慣

行が十分に整備されておらず、女性のリーダーシップ育成プログラムも不足しています。 

３　意識改革の遅れ 

　地域における意思決定の場においても、女性の参画の重要性に対する認識が十分でない

場合があり、男性の地域活動への参加促進も不十分。 

 

「地方創生 2.0 基本構想」が目指す「多様な人材による地域社会の活性化」及び「人や情

報、資金 が地域 とかかわる『関係人口 』の創出」を実現 するため、地域社会の活 性化には多

様な人材の活躍が不可欠であるという認識を共有し、地域における方針決定への女性の参

画を促進します。 

「重点方針 2025」が掲げる「全ての女性が輝く社会」の実現に向け、女性が地域活動に

参画しやすい環境整備（例：子連れ参加可能な会議の開催、オンライン参加の導入、会議時

間の見直し）を進めます。 

女性の地域リーダー育成講座の開催、地域活動の魅力発信を強化することで、地域にお

ける多様な視点と活力を生み出し、持続可能な地域社会の構築を進めます。 

男性の家事・育児・介護への積極的な参画を促進し、女性が地域活動に参加できる時間

的・精神的余裕を確保するための啓発活動や制度支援を行います。 

 

 課題

 施策の方向性
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· 市民 ：地域活 動への積 極的な参加、地域課題解決 に向けた提案、地域リーダー育成

講座への参加、男性の家事・育児・介護参加の促進 

· 民間団体・ＮＰＯ：地域課題解決に向けた連携、地域活動への女性の参画促進イベン

トの共同開催、地域団体との連携強化 

· 事業 者：従 業 員 の地域 活 動への参 加を推 奨 、ボランティア休暇 制 度 の導入 、地 域活

動への従業員派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係当事者との連携ポイント
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■ 施策                                                              

２-２-１　地域活動における男女共同参画の促進  

性別や年齢にかかわらず、誰もが地域における様々な活動に、積極的・主体的に参画

できる環 境 づくりを支 援 するとともに、地 域 活 動 における男 女 共 同 参 画 の推 進 の重 要

性について更に周知し、参画を促進します。 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

「渋 川 まちかどトーク」の

開 催

幅広い年代、様々な団体から、政策的な意見・要望

を聴取する場として、また、市政に対する理解を深め

てもらうため、市長や市関係者とテーマに基づいて

意見交換を行う場を設けます。

広 報 室

 

地 域 活 動 に関 する意 識

改革

自 治 会 やＰＴＡ活 動 などの地 域 活 動 に関 するジェ

ンダー・ギャップの解 消 に向 けた啓 発 活 動 を行 い

ます。

政 策 戦 略 課  

市 民 協 働 推

進 課  

生 涯 学 習 課

 

出 前 講 座 の実 施
地 域 活 動 を活 性 化 するための男 女 共 同 参 画 の必

要 性 について、啓 発 を行 います。

政 策 戦 略 課  

生 涯 学 習 課

 
市民団体等との連携に

よる男女共同参画の推

進

男 女 共 同 参 画 になじみのない団 体 にも働 きかけな

がら、男 女 共 同 参 画 の講 座 を開 催 し、情 報 提 供 と

併 せて、啓 発 を行 います。
市 民 協 働 推

進 課
 

自 治 会 等 地 域 活 動 への

男 女 共 同 参 画 推 進

自 治 会 役 員 等 へ、男 女 共 同 参 画 について啓 発 を

行 います。
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施策目標３　女性の就業・起業支援  

 

■ 現状と課題                                                         

 

渋川市では、女性の就業率は上昇傾向にありますが、非正規雇用の仕事に従事する女性

が多い傾向が見られます。（Ｐ22 及 びＰ25 参 照 ） 

令和６年 度市民意識調査では、「一般的に女性 が仕事をもつことについて」の問いに、男

女に分けて考える必要はない、が４割以上で最も高く、次いで結婚・出産にかかわらず、ずっ

と仕事をする方がよい、が２割以上となっており、女性の就業に対する肯定的な意見が多い

状況 ですが、出 産や育 児 による離 職、再 就職 の困 難 さといった課 題 も依 然 として存 在 して

います。 

 

【一般的に女性が仕事をもつことについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊前 回 調 査 は「女 性 は職 業 をもたない方 がよい」「結 婚 するまでは、職 業 をもつ方 がよい」「子 どもができるまでは、職 業 を
もつ方 がよい」「子 どもができても、職 業 を続 ける方 がよい」「子 どもができたら職 業 をやめ、大 きくなったら再 び職 業 を

もつ方 がよい」「その他 」「わからない」の７選 択 肢 で設 定  

 

　また、「あなたの職場では、女性の採用や管理職 への登用 が進んでいると思いますか。」に

ついては、「進んでいると思う」が３割以上である一方、「わからない」と「進んでいないと思う」

が合わせて５割以上となっており、市民の実感としても、まだまだ改善の余地があります。 

 

 現状分析

0.8

0.5

0.6

2.8

1.7

1.8

3.3

4.7

5.0

25.4

44.9

38.9

19.7

33.4

41.8

42.3 4.7

7.2

1.0 

1.3 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024年度（ｎ＝763）

【参考】2017年度（ｎ＝880）

【参考】2014年度（ｎ＝704）

女性は仕事をもたない方がよい

結婚するまでは、仕事を続ける方がよい

子どもができるまでは、仕事を続ける方がよい

結婚・出産にかかわらず、ずっと仕事を続ける方がよい

子どもが小さい間は仕事をやめて、大きくなったら再び仕事をする方がよい

そもそも仕事をもつことについて、男女に分けて考える必要はない

わからない

無回答
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【あなたの職場では、女性の採用や管理職への登用が進んでいると思いますか】 

 

 

１　非正規雇用の女性の多さ 

安定した雇用やキャリアアップが難しい非正規雇用の女性が多く、キャリアパスの多様化

と正規雇用への転換支援が必要です。 

２　再就職・キャリアアップの困難さ 

出 産 ・育 児後 のブランクによる再 就 職 の困難 さや、キャリアアップの機 会 が少 ないことに

加え、職場におけるハラスメント防止対策が不十分な事業所が少なくありません。 

３　起業支援の不足  

女性の起業を後押しする情報、相談体制、資金調達支援などが不十分で、具体的な成功

事例の発信も不足しています。 

 

「女性活躍推進法」及び「重点方針 2025」に基づき、女性の経済的自立と活躍を更に推

進します。 

多様なキャリア選択を可能にし、ライフステージに応じた柔軟な働き方を支援することで、

女性が能力を最大限に発揮できる環境を整備します。具体的には、正規雇用への転換支援、

リスキリングを含 む専門性の高い職業訓練の提供、キャリアアップ支援プログラムの実施を

行います。 

また、出産・育児後の再就職支援として、ブランクを埋めるためのスキルアップ講座や、柔

軟な働き方を提案する企業とのマッチングを強化します。 

「地方創生 2.0 基本構想」が目指す「多様な人材による地域産業の創出」を実現するため、

女性 の起 業を促進 するための創 業支 援セミナーの開 催、メンター制度 の導入 、資金 調達 に

関する情報提供や相談窓口の充実を図ります。 

35.1 22.1 30.7 12.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024年度（ｎ＝485）

進んでいると思う 進んでいないと思う わからない 無回答

 課題

 施策の方向性
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同時 に、事業所へのハラスメント防止 規程の策 定・周 知の促進、ハラスメント防 止研修の

実施を働きかけ、女性が安心して働き、挑戦できる地域経済の活性化を目指します。 

 

· ハローワーク：女 性 の就 職 支 援 に関 する情 報 共 有 、共 同 セミナーの開 催 、企 業 との

マッチング支援 

· 市民 ：キャリアアップ講 座や起 業セミナーへの参 加 、ハローワーク等 の相 談 窓口 の利

用、自身のキャリアプランの形成 

· 保育園・幼稚園・学 校等 ：生徒のキャリア教育における女性の多様な働き方の提示、

職業訓練校との連携によるスキルアップ支援 

· 事業者 ：従業員へのキャリアアップ支 援、柔 軟な働き方の導 入、女 性の正規雇 用・管

理職登用への積極的な取り組み、ハラスメント防止対策の徹底（特にパタニティ・ハラ

スメント（※１）防止） 

· 銀行等 ：女性起業家への融資制度や相談体制の充実、ビジネスプラン作成支援 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係当事者との連携ポイント

 （※１）　パタニティ・ハラスメント：Paternity（パタニティ/父 性 ）と、嫌 がらせを意 味 する harassment（ハラスメント/

嫌 がらせ）を組 み合 わせた和 製 英 語 であり、育 児 休 業 制 度 などを利 用 しようとする男 性 社 員 に対 する嫌 がらせや不 当 な

扱 いを指 します。
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■ 施策                                                              

２-３-１　就業支援と働く力の育成支援  

結婚や出産、育児などを経て再就職を目指す女性には、働く環境の整備だけでなく、

意欲 を育 み、生 かせる機会 が重要です。本市 では、そうした方 々が再び働 く選 択を前 向

きにできるよう、多面的なチャレンジ支援を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

働 く女 性 のネットワーク

化 の推 進

子育てしながら働く女性、異業種、起業者、女性従

業員など、様々なロールモデルと出会う機会を創出

します。 

また、地域で活動する女性やスモールビジネスを立

ち上げた女性などを、市広報紙や市ホームページ、

市公式ＳＮＳで紹介し、女性のロールモデルを可視

化します。

政 策 戦 略 課  

こども政 策 課  

産 業 政 策 課

 

女 性 活 躍 促 進 のための

インセンティブ（※１）の導

入 検 討

ポジティブ・アクションの活性化のため、入札参加資

格申請における点数加算など、女性活躍に積極的

に取り組む企業へのインセンティブの導入を検討し

ます。

契 約 管 理 課

 

就 職 相 談 支 援 の実 施

就 業 の機 会 を広 げ、雇 用 条 件 の向 上 を図 るため、

市 民 等 を対 象 に、就 業 援 助 相 談 員 による内 職 相

談 を実 施 します。

産 業 政 策 課
 

リ ス キ リ ン グ （ ※ ２ ） 支 援

へのアクセスの確 保

希望する女性に、ＤＸ（※３）やＧＸ（※４）など、新しい

分野の職業に就くため、又は現在の職業で必要と

されるスキルの大幅な変化に適応するために、必要

なスキルを獲得できるよう、公的サービスの窓口の

紹介や情報提供を行います。

 （※１）　インセンティブ：Incentive は、特 定 の行 動 や目 標 を促 すための、「刺 激 」や「報 酬 」、「動 機 付 け」のことです。 
（※２）　リスキリング：Reskilling は、新 しい職 業 に就 くために、あるいは、今 の職 業 で必 要 とされるスキルの大 幅 な変

化 に適 応 するために、必 要 なスキルを獲 得 する／させることです。 
（※３）　DX：デジタル・トランスフォーメーション（Digital Transformation）の略 で、IT・デジタル技 術 を活 用 して、

社 会 や生 活 の形 ・スタイルなどを変 革 させていくことを表 す概 念 です。 
（※４）　GX：グリーン・トランスフォーメーション（Green Transformation）の略 で、産 業 革 命 以 来 の化 石 燃 料 中 心

の経 済 ・社 会 、産 業 構 造 を、再 生 可 能 なクリーンエネルギーを中 心 としたものに移 行 させ、温 室 効 果 ガスの排 出 削 減 と

経 済 成 長 の両 立 に向 けた社 会 の変 革 を目 指 す取 組 のことです。
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２-３-２　働きやすい職場環境の整備  

働 きやすい職 場 環 境 は、就 労 の継 続 と意 欲 の向 上 にとって欠 かせない要 素 です。行

政と事業所が連携し、誰もが働きやすい職場づくりを進めることが重要であるとの認識

の下、働く人の力を高める支援と併せて、職場環境の整備に向けた支援に取り組みます。 

 

 

２-３-３　自営業における労働環境の改善  

商工業のほか、農業経営等の自営業で活躍する女性が、対等なパートナーとして働くこと

ができるように環境改善に取り組むとともに、学習機会等の提供を推進します。 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

認 定 制 度 の普 及 の推 進

国 の認 定 制 度 の普 及 拡 大 に向 けた情 報 発 信 を行

うほか、新 たに「くるみん認 定 （※１）」や「えるぼし認

定 （※２）」を受 けた企 業 に対 し補 助 金 を交 付 しま

す。
産 業 政 策 課

 

誰 も が 働 きや す い 職 場

環 境 づくり応 援 事 業

女性の雇用や社会進出を後押しするため、市内中

小企業が実施する女性従業員専用の施設整備に係

る費用等を補助します。

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

農 家 女 性 の経 済 的 自 立

及 び社 会 参 画 の推 進

市農村女性会議における学習機会の提供により意

識改革を図るとともに、主体的に活動している女性

組織の拡大と支援を行います。

農 政 課

 

家 族 経 営 協 定 の推 進

家族一人ひとりがお互いに個性と能力を認め合い、

やりがいをもって働けるよう、家族経営協定を推進

します。また、家族経営において共に役割を担ってい

る場合、収入を得ることができる職業であることを

意識するよう、職場環境の整備を推進します。

農 業 委 員 会

事 務 局

 （※１）　くるみん認 定 ：仕 事 と子 育 ての両 立 支 援 に積 極 的 に取 り組 んでいる企 業 を認 定 する制 度 で、一 般 事 業 主 行 動

計 画 を策 定 した企 業 のうち、計 画 に定 めた目 標 を達 成 し、一 定 の基 準 を満 たした企 業 は、申 請 を行 うことによって「子

育 てサポート企 業 」として、厚 生 労 働 大 臣 の認 定 を受 けることができます。 
（※２）　えるぼし認 定 ：女 性 の活 躍 推 進 に関 する状 況 等 が優 良 な企 業 を認 定 する制 度 で、一 般 事 業 主 行 動 計 画 の策

定 ・届 出 を行 った企 業 のうち、女 性 の活 躍 推 進 に関 する取 組 の実 施 状 況 が優 良 である等 の一 定 の要 件 を満 たした場 合

に厚 生 労 働 大 臣 の認 定 を受 けることができます。
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施策目標４　男女がいきいきと暮らせる、多様な働き方とワーク・ライフ・

バランスの推進  

 

■ 現状と課題                                                         

 

渋川 市では、仕 事と生活 の調 和（ワーク・ライフ・バランス）（※１）の重要 性が認 識されつつ

ありますが、令和６年度市民意識調査の結果では、家庭での役割分担について、家事に類す

る５項目（「食事のしたく」・「食事の後片付け」・「買い物」・「洗濯」・「掃除」）では、男性は「主

に配偶者やパートナー」と回答した方がいずれもおおむね５割～７割以上、女性は「主に自分」

がおおむね６割～８割以上が最も多く、「育児」では、男性が「主に配偶者やパートナー」が約

４割、女性が「主に自分」が４割 以上、「家 族の看護・介護」では、「あてはまらない（約４割 ）」

を除き、男性が「主に配偶者やパートナー」が２割以上、女性は「主に自分」が３割以上で最も

高くなっています。（Ｐ31、Ｐ65 及 びＰ66 参 照 ） 

一方、「収入を得る」の項目については、男性は「主に自分」、女性は「主に配偶者やパート

ナー」が５割以上で最も高く、家庭での役割分担に性別が大きく影響している現状が確認さ

れています。（Ｐ31、Ｐ65 及 びＰ66 参 照 ） 

 

【家庭での役割分担１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状分析

 （※１）　仕 事 と生 活 の調 和 （ワーク・ライフ・バランス）：仕 事 と生 活 （育 児 ・介 護 ・趣 味 など）を調 和 させ、どちらも充 実 さ

せることを目 指 す考 え方 です。働 きすぎを防 ぎ、心 身 の健 康 や家 庭 生 活 の質 を高 めることで、持 続 可 能 な働 き方 や社 会

づくりにつながります。

9.6 

81.1 

21.6 

65.7 

11.9 

62.6 

73.4 

4.2 
48.6 

10.2 

50.5 

9.8 

2.3 

1.9 

1.4 

1.1 

2.3 

2.3 

9.2 

11.3 

22.5 

21.1 

27.1 

21.5 

2.3 

0.8 

2.3 

1.1 

4.6 

1.9 

3.2 

0.8 

3.7 

0.8 

3.7 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①食事のしたく:男性

女性

②食事の後片付け:男性

女性

③買い物:男性

女性

主に自分 主に配偶者やパートナー 主に、その他の成人の家族

家族全員で分担している あてはまらない 無回答
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【家庭での役割分担２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、事業所を対象とした実態調査においても、「固定的な性別による役割分担意識や過

去の経 緯から、雇用 の場において男女 労働者に事実 上の格 差が生 じているとき、それを解

消しようと企業が行う自主的かつ積極 的な取組」、いわゆる「ポジティブ・アクション」につい

て、実施していると回答した事業者は、３割であり、多様な働き方や柔軟な労働時間制度の

導入がまだまだ進まず、市民全体でのワーク・ライフ・バランス実現には課題が残っている状

況です。 
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41.9 
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41.9 

53.2 

22.3 

19.7 

61.5 

50.9 
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36.7 
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20.2 

4.2 

28.4 

4.2 
16.1 

40.8 

58.3 

17.7 

5.5 

55.5 

2.8 

1.9 

4.6 

1.9 

3.2 

0.4 

1.8 

0.4 

0.9 

1.1 

2.3 

1.5 

1.4 

2.3 

15.1 

14.0 

26.6 

20.4 

14.7 

18.1 

15.6 

14.0 

17.4 

10.6 

14.7 

22.3 

13.3 

15.5 

27.5 

27.2 

1.4 

0.4 

3.2 

1.5 

32.1 

30.6 

46.3 

43.0 

36.7 

35.5 

7.8 

10.9 

3.2 

4.2 

7.3 

7.2 

4.6 

1.1 

4.6 

0.4 

12.4 

6.8 

11.0 

6.8 

12.8 

6.8 

6.0 

2.3 
5.5 

1.1 

7.3 

3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④洗濯:男性

女性

⑤掃除:男性

女性

⑥育児:男性

女性

⑦家族の看護・介護:男性

女性

⑧学校行事などへの参加:男性

女性

⑨自治会などの地域活動への参加:男性

女性

⑩家計の管理:男性

女性

⑪収入を得る:男性

女性

主に自分 主に配偶者やパートナー 主に、その他の成人の家族

家族全員で分担している あてはまらない 無回答
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【男 女間で生じている採用、職域 、管 理職登 用、職場 環境などの差の解消に向 け、ポジティ

ブ・アクションを実施していますか】 

 

 

１　男性の家事・育児・介護参加の促進  

男性 が家 事・育 児 ・介護 により積極 的 に参加 できるよう、意識 改革 と環 境 整備 が必要 で

あり、特に育児休業取得率の向上が喫緊の課題です。 

２　柔軟な働き方の普及不足  

テレワークやフレックスタイム制 など、多様 な働 き方 が企 業 や職 場 に十 分に浸透 しておら

ず、制度があっても利用しにくい雰囲気が存在します。 

３　育児・介護休業取得の促進  

特に男性の育児休業取得率が低い現状を改善するための意識啓発と制度利用の促進が

必要であり、企業側の積極的な取組が求められます。 

 

30.0

42.3

17.1

15.4

41.4

38.5

11.4

3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024年度（ｎ＝70）

【参考】2017年度（ｎ＝26）

実施している 現在は未実施だが、実施を検討している

現在未実施で、今後も実施予定はない 無回答

 課題
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「地方創生 2.0 基本構想」及び「重点方針 2025」の趣旨を踏まえ、男女がいきいきと暮

らせる、仕事と生活の調和のとれた環境づくりを推進します。 

柔軟な働き方を促進し、男性の家事・育児・介護 への参画を強力に後押しすることで、女

性のキャリア継続や再就職を支援し、少子化対策への波及を図ります。具体的には、男性の

家事・育児・介護への積極的な参加を促すための啓発活動（例：男性の育休取得促進キャン

ペーン、ロールモデルの発信）や、男性の育児休業取得を促進するための企業への情報提供

と支援を強化します。 

事業所におけるハラスメント防止規程の策定・周知の促進、防止対策の実施を働きかけ、

誰もが安心して働ける職場環境を整備することで、地域への定住・移住を促進し、持続可能

な地域社会の実現への貢献を図ります。 

 

· 市民 ：男性も女性 も、積極的に家事・育児・介 護に参加する意識 を持つ、ワーク・ライ

フ・バランスに関する研修やイベントへの参加、育児休業の取得推進 

· 民間団体・ＮＰＯ：ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供、育児支援や介護支援に

関するサービス提供、企業との連携による取組の推進 

· 事業 者：柔 軟な働き方 （テレワーク、短時 間 勤務 など）の導 入、男 性の育児 休業 取得

促進のための社内啓発、ハラスメント対策の徹底（特にパタニティ・ハラスメント防止）、

従業員へのワーク・ライフ・バランスに関する情報提供 

· 労働組合：ワーク・ライフ・バランス推進に向けた労使交渉、従業員への情報提供と権

利擁護 

 

 

 施策の方向性

 関係当事者との連携ポイント



- 69 - 

 

■ 施策                                                             　　 

２-４-１　ワーク・ライフ・バランスの推進  

仕 事 ・家庭 生 活・地 域 活 動 の調 和 を図 ることによって、多 様 な生 き方 が選 択 ・実 現

できるようワーク・ライフ・バランスの考え方の普及に努めます。 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

総 合 的 なワーク・ライフ・

バランスの推 進

市 民 等 を対 象 とし、ワーク・ライフ・バランスに関 し

て、講 座 等 の実 施 や情 報 発 信 を、庁 内 ・庁 外 の関

係 者 との協 働 により実 施 します。

政 策 戦 略 課

 

仕 事 と子 育 ての両 立 の

ためのワーク・ライフ・バ

ランスの推 進

仕 事 と子 育 ての両 立 の推 進 を図 るため、企 業 の働

き方 の見 直 しを推 進 するとともに、市 のホームペー

ジ等 を通 して、ワーク・ライフ・バランスの推 進 及 び

意 識 啓 発 を行 います。 

また、関 係 機 関 と連 携 しながら、就 労 を希 望 する

子 育 て中 の人 の就 労 を支 援 します。
政 策 戦 略 課  

こども政 策 課  

産 業 政 策 課  

ワーク・ライフ・バランス

や女 性 活 躍 推 進 に関 す

る情 報 提 供

国 や県 等 が情 報 を基 に、市 広 報 紙 や市 ホームペー

ジ、市 公 式 ＳＮＳの活 用 による女 性 の活 躍 の情 報

発 信 を行 います。

 

シルバー人 材 センターの

充 実

高 齢 者 へ就 業 の機 会 を提 供 することで、社 会 参

加 を促 し、生 きがいを持 って生 活 できるよう、シル

バー人 材 センターの運 営 に対 して補 助 を行 いま

す。
高 齢 者 安 心

課  

老人クラブ活動への支

援

老 人 クラブ会 員 同 士 の交 流 を通 じて、高 齢 者 が

社 会 参 加 し、住 み慣 れた地 域 で安 心 して生 きがい

を持 って暮 らせるよう、老 人 クラブの運 営 や事 業

に対 して補 助 を行 います。

 

労働関係法や制度の普

及啓発

雇 用 機 会 均 等 法 、育 児 休 業 ・介 護 休 業 制 度 等 、就

業 における男 女 平 等 の確 立 のための法 ・制 度 の情

報 発 信 を行 います。

産 業 政 策 課
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２-４-２　家庭生活における男女共同参画の促進  

男女が家事・育児や介護など家庭における対等なパートナーとして、それぞれ役割や責任

を分かち合える環境を整えるため、実践的な講座も含めた啓発を行います。 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

男 性 の 家 庭 生 活 へのか

かわりを促す意識改革

男 性 が家 事 ・育 児 ・介 護 にかかわることへの抵 抗

感 をなくし、周 囲 がかかわろうとする当 事 者 の考

え方 を尊 重 し、社 会 的 評 価 が高 まるよう、啓 発 を

行 います。

政 策 戦 略 課  

こども政 策 課  

健 康 増 進 課

 

ライフスキルの習 得 支 援
男性の家事・育児・介護スキルの習得に向けた意識

啓発を行います。

政 策 戦 略 課  

介 護 保 険 課  

こども政 策 課  

健 康 増 進 課

 

男 女 で支 え合 う家 庭 生  

活 の基 盤 づくりの促 進

男女で家事・育児を分かち合う必要性を理解し、コ

ミュニケーションを深めるため、マネーシミュレーショ

ンやキャリアデザイン等将来設計を考える機会を提

供します。

政 策 戦 略 課  

健 康 増 進 課  

学 校 教 育 課

 

次世代育成支援特定事

業主行動計画の推進・実

施

「特 定 事 業 主 行 動 計 画 ～渋 川 市 職 員 ワーク・ライ

フ・バランス実 現 プラン～」に基 づき、子 どもの出

生 時 における男 性 職 員 の特 別 休 暇 の積 極 的 な取

得 、男 性 職 員 の育 児 休 業 の積 極 的 な取 得 、時 間

外 勤 務 の抑 制 、年 次 有 給 休 暇 の積 極 的 な取 得 を

推 進 します。

人 事 課

 

両 親 学 級 ＋（プラス）の

開 催

乳 児 期 の子 どもを持 つ父 母 を対 象 に、育 児 に関

する講 話 ・実 習 を行 い、安 心 して楽 しく子 育 てが

できるよう支 援 します。

健 康 増 進 課
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基本目標Ⅲ　誰もが安心かつ健康に暮らすことのできる

地域づくりを進めるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策目標 施策

 １ 様々な困難を抱える

女性への支援の充実

（１）　支援方法の整備 

（２）　福祉サービスの充実

 

 ２ ライフスタイルに対応

した子育てや介護等

への支援の充実

（１）　子育てにかかわる多様なサービスの提供と支援 

（２）　介護にかかわる多様なサービスの提供と支援

 

 ３ 生涯を通じた市民の

健康づくりの推進

（１）　ライフステージごとの健康課題への支援と啓発 

（２）　生涯を通じた心身の健康づくりの推進

 
項目名

現状：基準値 

（令 和 ６年 度 ）

目標値 

（令 和 12年 度 ）

 家 庭 で「育 児 」を分 担 して行 っていると回 答 した市 民

の割合（市民意識調査）
16.5％ 35.0％

 「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の言

葉の周知度（市民意識調査）
6.0％ 15.0％

渋川市困難  
女性支援計画

成 果 指 標

高校生や大学生と連携した啓発チラシ 

「ユース世代のためのリプロダクティブ・ヘルス／ライツ」
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施策目標１ 様々な困難を抱える女性への支援の充実 

 

■ 現状と課題                                                         

 

渋 川 市において、女 性 が抱 える困難 は多 様 化 しており、ＤＶ被 害 、経 済 的 困窮 、孤 立 、心

身の不調、性的搾取など、複雑な問題を複合的に抱えるケースが増加していると考えられま

す。 

このような困 難 は表 面 化しにくく、支 援を必 要 としている女 性が行 政 や支 援 機 関につな

がりにくい現状があり、令和６年４月に施行された「困難女性支援法」の趣旨を踏まえ、これ

まで以上に総合的な支援体制の構築が喫緊の課題となっています。 

 

１　困難の多様性と潜在化  

女 性が抱える「困 難 さ」が多 岐 にわたり、かつ表 面化 しにくい性 質 を持つため、実態 の把

握と早期発見が難しい状況です。 

２　支援体制の連携不足  

困難を抱える女性を支援する行政、医療、福祉、司法、ＮＰＯなどの機関間での情報共有

や連携が不十分であり、包括的で継続的な支援につながりにくい状況です。 

３　相談への心理的ハードル 

困難を抱える女性 が自ら支援を求めることへの心理的ハードルが高く、相談窓口 の存在

を知っていても利用に至らないケースが多くなっています。 

４　専門人材の不足  

困 難 な問 題 を抱 える女 性 の特 性 やニーズを理 解 し、対 応 できる専 門 的 な知 識 と経 験 を

持った人材が不足しています。 

 

 

 現状分析

 課題
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「困難 女性 支援法 」の趣旨 に基づき、様 々な困難 を抱える女性 への包 括的かつ切れ目の

ない支援体制を構築します。 

「重点方 針 2025」が掲げる「誰もが安心して生活できる社 会の実 現」に向け、困難を抱

える女性の早期発見・早期対応を可能にするためのアウトリーチ活動 （※１）を強化し、潜在化

しているニーズを掘り起こします。 

「地方創 生 2.0 基本構 想」が目指 す「誰一 人取 り残さない地域 づくり」を実 現するため、

行政、医療、福祉、司法、ＮＰＯ、地域住民など、多様な関係機関との連携を強化し、多機関

連携による総合的な支援ネットワークを構築します。 

相談 窓口の周知を徹底し、相談しやすい環境を整備するとともに、専門人材 の育成 と配

置を進めることで、女性が困難から回復し、地域社会で安心して自立した生活を送れるよう

支援します。 

 

l 庁内関係部署：困難を抱える女性に関する情報共有と連携、相談窓口の設置と運営、

支援計画の策定 

l 警察 ：ＤＶ・性暴力事案への対応、被害者の安全確保、加害者への指導 

l 市民 ：地域における見守り、早期発見、適切な相談窓口への情報提供 

l 民 間 団 体 ・ＮＰＯ：専 門的 な相談 支 援 、シェルター運 営 、ピアサポート、行 政 との連 携

強化 

l 病 院 等 ：心 身 のケア、情 報 提 供 、必 要 に応 じた専 門 機 関 への紹 介 、医 療 従 事 者 への

研修 

l 社会福祉協議会・児童 相談所等 ：生活困窮者支援、住居確保支援、就労支援、児童

保護との連携 

 

 

 

 

 施策の方向性

 関係当事者との連携ポイント

 （※１）　アウトリーチ活 動 ：支 援 が必 要 でありながら自 ら助 けを求 めにくい人 々に対 して、支 援 者 が積 極 的 に働 きかけ、

必 要 な情 報 やサービスを届 ける活 動 です。福 祉 ・医 療 ・教 育 などの分 野 で活 用 され、孤 立 の防 止 や支 援 の充 実 を目 的 と

しています。



- 74 - 

 

■ 施策                                                              

３-１-１　支援方法の整備  

様々な困難 を抱 える女性が、適切な相談窓口、支援サービスへアクセスできるよう、相

談に関するノウハウを蓄積しながら、関係機関との連携に取り組みます。 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

ＤＶ相 談 体 制 の確 保

ＤＶ相 談 窓 口 を市 ホームページやチラシ等 で周 知

します。 

また、市 役 所 内 関 係 機 関 及 び警 察 などとの相 談

窓 口 の連 携 体 制 の強 化 を図 ります。 

政 策 戦 略 課  

危 機 管 理 室  

こども支 援 課

 
女 性 の抱 える様 々な困

難 に 対 す る 支 援 サ ー ビ

スへのアクセスの確 保

様 々な悩 みや複 合 的 な困 難 を抱 える女 性 が、必

要 な相 談 窓 口 や支 援 にアクセスできるよう、庁 内

連 携 や関 係 機 関 との連 絡 調 整 を進 めます。 政 策 戦 略 課  

地 域 包 括 ケア

課  

こども支 援 課  

健 康 増 進 課

 

民 間 団 体 等 との協 働 に

よる取 組

専 門 的 で柔 軟 な支 援 を行 う民 間 団 体 等 とつなが

り、相 談 者 の意 向 を勘 案 した支 援 に向 けての取

組 を、検 討 し、実 施 します。
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３-１-２　福祉サービスの充実  

様々な困難を抱える女性に対し、適切な福祉サービスを提供します。 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 
※再 掲  

多 様 な性 に関 する理 解

の促 進

市 民 等 を対 象 に、性 の多 様 性 に関 する講 座 等 の

実 施 や情 報 発 信 を、庁 内 ・庁 外 の関 係 者 との協 働

により実 施 します。

政 策 戦 略 課  

生 涯 学 習 課

 

孤 独 ・孤 立 対 策 推 進 事

業

「ひきこもり地 域 支 援 センター」を設 置 し、孤 独 ・

孤 立 対 策 として、ひきこもり状 態 にある人 やその

家 族 へのきめ細 かな相 談 支 援 や居 場 所 づくり、情

報 提 供 などを総 合 的 に実 施 します。
地 域 包 括 ケア

課
 

障 害 者 相 談 支 援 の充 実

障 害 者 等 への必 要 な情 報 提 供 及 び助 言 、その他

の障 害 福 祉 サービスの利 用 支 援 や障 害 者 等 の権

利 擁 護 のために設 置 している窓 口 （なんでも相 談

室 等 ）において、障 害 者 等 からの様 々な相 談 に応

じます。

 

高 齢 者 に対 する包 括 的

支 援 の充 実

地 域 包 括 支 援 センターに配 置 された専 門 職 員 が

協 力 し、高 齢 者 が生 活 する上 での様 々な課 題 に対

して、地 域 における総 合 的 なマネジメントを担 い、

課 題 解 決 に向 け取 り組 みます。

高 齢 者 安 心

課  

（渋 川 市 地 域

包 括 支 援 セン

ター）

 
ひとり親 家 庭 自 立 支 援

給 付 金 の支 給

ひとり親 家 庭 の経 済 的 自 立 を支 援 するため、資 格

取 得 のための受 講 費 用 の一 部 を補 助 します。

こども支 援 課
 

児 童 扶 養 手 当 の支 給

子 どもの心 身 の健 やかな成 長 を図 るため、ひとり

親 世 帯 等 の生 活 の安 定 と経 済 的 自 立 を支 援 しま

す。

 
ひとり親家庭等医療助

成

ひとり親 家 庭 の健 康 管 理 に係 る経 済 的 負 担 の軽

減 のため、医 療 費 の助 成 を行 います。
保 険 年 金 課

 
※再 掲  

就 職 相 談 支 援 の実 施

就 業 の機 会 を広 げ、雇 用 条 件 の向 上 を図 るため、

市 民 等 を対 象 に、女 性 の就 業 援 助 相 談 員 による

内 職 相 談 を実 施 します。

産 業 政 策 課
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施策目標２ ライフスタイルに対応した子育てや介護等への支援の充実 

 

■ 現状と課題                                                         

 

渋川市では、共働き世帯の増加、核家族化、単身高齢者の増加など、多様なライフスタイ

ルが進展しており、子育てや介護に関するニーズも多様化しています。しかし、既存の支援制

度がこれらの多様なニーズに十分に対応しきれていない面があります。 

令 和 ６年度 市 民 意 識 調 査 の結 果 では、「男 女 共同 参 画 社 会 を実 現 するために、今 後 、渋

川市はどのようなことに力を入れていくべきだと思いますか」について、「保育・高齢者等の

施設やサービスの充実」が４割以上で最も高く、次いで「市の政策や方針決定の場に女性を

積極的に登用」「育児や介護中であっても仕事が続けられるように企業 に働きかける」が約

３割となっており、福祉サービスの充実に対する強い期待がうかがえます。（Ｐ34 参 照 ） 

一方で、事業所実態調査で介護休業制度の規定について尋ねたところ、「ない」と回答し

た事業者は 42.9％で、「ある」と回答した事業者 32.9％を上回る結果となりました。また、

「ある」場合の対象となる職員について、「正社員」は 95.7％、「非正社員」47.8％となって

おり、介護休業制度とその対象者について、就業環境に大きな差があることがうかがえます。 

 

【事業所に介護休業制度の規定があるか。「ある」の場合、その対象（取得できる）職員は。】 

 

 

32.9 42.9 7.1 17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024年度（ｎ＝70）

ある ない 検討中 無回答

95.7 

47.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正社員

非正社員

介護休業制度の規定が「ある」（ｎ＝23）

 現状分析
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１　多様なニーズへの対応不足  

多様な家族形態や個別のニーズに合わせた支援が不足しています。 

２　家事・育児・介護の性別偏重  

男性が家事・育児・介護に積極的にかかわるための意識改革や制度利用への促進が十分

ではなく、依然として女性に負担が偏っています。 

３　柔軟な支援サービスの不足  

延長保育、病児保育、夜間・休日保育、短期入所サービスなど、多様な働き方や緊急時に

対応できる柔軟な子育て・介護サービスが不足しています。 

４　情報提供の不足  

子育てや介護に関する制度やサービスが多岐にわたり、情報が分散しているため、市民が

必要な情報にスムーズにアクセスできていません。 

 

「地方創生 2.0 基本構想」が目指す「若者や子育て世代に選ばれる魅力ある地域づくり」

を実現するため、男性が育児休業をより取得しやすくなるような啓発活動や、事業所への支

援強化を行います。 

「重点方針 2025」が掲げる「男性の家事・育児参画の促進」と「多様な働き方への対応」

の実現を図り、多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援を充実させます。 

多 様 な家 族 形 態 や個 別 のニーズに対 応 するため、地 域 におけるきめ細 やかな子 育 て・介

護サービスの拡 充 を図 ります。具 体的 には、既存 の支 援制 度 の周 知徹 底 に加 え、地域 の子

育て支援 拠点 や介護 相 談窓 口の機能 強化 、柔軟 な時間 帯に対 応 できるサービスの導入 を

検討 します。　これにより、男 女 が共 に責 任 を持 って子 育 てや介 護 を担 い、誰もが安 心 して

働き、暮らし続けられる地域社会を構築します。 

 

 

 

 課題

 施策の方向性
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l 市民：積極的な子育て・介護情報の収集、地域の子育て・介護支援活動への参加、男

性の育児・介護休業取得の推進 

l 民間団体・ＮＰＯ：子育てサロン、居場所づくり、介護支援ボランティアなど、地域に根

差した支援活動の推進 

l 保育園・幼稚園・学校等 ：子育て支援総合センターとの連携、地域の子育て家庭への

情報提供、多文化共生 （※１）教育の推進 

l 事業者 ：従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方（テレワーク、短時間勤務等）

の導入、男性の育児休業取得を促進する社内制度の整備と啓発 

l 病院等：産後ケア、育児相談、介護相談への連携、地域包括ケアシステムとの連携 

l 介護サービス事業者：多様なニーズに対応したサービス提供、地域との連携強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係当事者との連携ポイント

 （※１）　多 文 化 共 生 ：国 籍 や文 化 的 背 景 の異 なる人 々が、互 いの違 いを認 め合 い、対 等 な関 係 の下 で共 に暮 らしていく

社 会 を目 指 す考 え方 です。言 語 や習 慣 の違 いを理 解 し合 い、多 様 性 を尊 重 することが、地 域 社 会 の活 力 や調 和 につな

がります。
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■ 施策                                                              

３-２-１　子育てにかかわる多様なサービスの提供と支援  

子 どもの健 やかな成 長 に向 けて安 心 して子 育 てができる環 境 を目 指 し、子 育 て支 援

を推進します。 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

子 育 て支 援 講 座 の開 催

児 童 とのかかわり方 や子 育 てに悩 みや不 安 を抱 え

ている保 護 者 等 に対 し、各 分 野 で活 躍 する講 師 が

講 義 を行 い、助 言 等 の必 要 な支 援 を行 うことによ

り、子 育 て世 代 の様 々な悩 みや不 安 の解 消 を図 り

ます。
こども政 策 課

 
子 育 て支 援 の情 報 提 供

インターネットやＳＮＳを通じて、子育て中の保護者が必

要なタイミングで必要な情報を収集できるよう情報発

信を進めます。

 
放 課 後 児 童 クラブ運 営

の充 実

学 校 の余 裕 教 室 及 び専 門 施 設 で家 庭 との連 携 を

図 りつつ、放 課 後 児 童 等 に対 し、遊 び及 び生 活 の

場 を与 え、児 童 の育 成 及 び子 育 て支 援 を行 いま

す。

こども支 援 課

 

要 保 護 児 童 対 策 地 域

協 議 会 による連 携

要 保 護 児 童 の早 期 発 見 やその適 切 な保 護 並 びに

要 保 護 児 童 及 びその家 庭 への適 切 な支 援 を図 る

ため、関 係 機 関 と連 携 しながら支 援 策 を導 き出 す

とともに、対 策 に必 要 な事 項 について協 議 を行 い

ます。

 家 庭 児 童 相 談 員 による

相 談 の実 施

関 係 者 からの通 報 により、児 童 相 談 所 と連 携 を図

りながら、心 身 障 害 、知 能 ・言 語 の遅 れ、家 庭 非

行 、学 校 生 活 関 係 の相 談 に応 じます。

 
こどもホームアシスト事

業

ヤングケアラーなどの問 題 や、家 事 ・子 育 てに不 安

を抱 える家 庭 の負 担 軽 減 及 び自 立 支 援 のため、

訪 問 支 援 員 を派 遣 し、家 事 ・育 児 のサポートを実

施 します。

 保 育 体 制 の充 実 促 進
保 育 士 の配 置 を増 強 して、低 年 齢 児 (１歳 児 )に適

した保 育 を実 施 します。

 
保 育 士 研 修 の実 施

保 育 の専 門 性 を高 め質 の高 い人 材 を育 成 するた

め、保 育 の質 を向 上 する研 修 を実 施 、又 は参 加 し

ます。

 幼稚園・保育所保護者

向け子育て学習会の開

催

公 立 幼 稚 園 ・保 育 所 に子 どもを通 園 させている保

護 者 を対 象 に、男 女 共 同 参 画 の視 点 から見 た子 育

てについての学 習 会 を開 催 します。

 延 長 保 育 の実 施
保 育 標 準 時 間 又 は保 育 短 時 間 以 外 の時 間 帯 に、

乳 幼 児 の保 育 を実 施 します。

 障 害 児 保 育 の充 実 促 進 保 育 所 における障 害 児 の受 け入 れを促 進 します。

 病児・病後児保育の実

施

病 児 ・病 後 児 保 育 の受 け入 れを拡 充 し、保 護 者 の

就 労 と子 育 ての両 立 を支 援 します。
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 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 
一 時 預 かり保 育 の実 施

保 護 者 の疾 病 や家 族 の介 護 等 により家 庭 での保

育 が困 難 となる場 合 に、乳 幼 児 の一 時 的 保 育 を実

施 します。

こども支 援 課

 
こども誰 でも通 園 事 業

保 護 者 の就 労 要 件 を問 わず保 育 を実 施 する「こど

も誰 でも通 園 」の利 用 ニーズの高 まりに応 えるた

め、受 け入 れ体 制 の充 実 を図 ります。

 ファミリー・サポート・セ

ンター運営の充実

保 育 所 、放 課 後 児 童 クラブなどの送 迎 や一 時 保 育

に対 し、地 域 の会 員 で支 援 を行 い、仕 事 と子 育 て

の両 立 ができる環 境 を充 実 させます。

 

地域子育て支援センタ

ーの充実

渋 川 市 子 育 て支 援 センターのほか、市 内 保 育 所 、

幼 稚 園 、認 定 こども園 で、子 育 てに関 する情 報 提

供 のほか、子 育 て家 庭 に対 する育 児 不 安 等 につい

ての相 談 指 導 、子 育 てに関 する講 習 会 、子 育 て

サークルの支 援 等 の事 業 を行 います。

 産 前 ・産 後 サポートの実

施

産 前 ・産 後 にサポーターが訪 問 し、安 心 して育 児 や

日 常 生 活 が営 めるよう、家 事 ・育 児 等 の必 要 な支

援 を行 います。

 

乳 幼 児 健 康 診 査 の実 施

3 か月 児 健 診 等 の各 健 診 を通 じ、子 どもの病 気

や障 害 の早 期 発 見 、発 育 ・発 達 の確 認 と育 児 相 談

を行 い、保 護 者 の育 児 不 安 の解 消 や子 どもの健

全 な発 育 ・発 達 の支 援 を行 います。

健 康 増 進 課

 妊 産 婦 ・新 生 児 訪 問 指

導 の実 施

全 ての妊 婦 の体 調 確 認 、産 婦 ・新 生 児 ・未 熟 児 に

対 する保 健 師 及 び助 産 師 の訪 問 により、妊 娠 ･産

褥 期 を健 やかに過 ごせるよう支 援 します。

 

両 親 学 級 の開 催

初妊婦とそのパートナー・家族を対象に、「沐浴」や

「食事」、「出産準備」等の子育てに関する講話・実習

を行い、父母で安 心 して楽 しく子 育 てができるよう

支 援 します。

 ※再 掲  

両 親 学 級 ＋（プラス）の

開 催

乳 児 期 の子 どもを持 つ父 母 を対 象 に、育 児 に関 す

る講 話 ・実 習 を行 い、安 心 して楽 しく子 育 てがで

きるよう支 援 します。

 

家 庭 教 育 学 級 の開 催

子 育 て中 の市 民 を対 象 に、育 児 に関 する知 識 の習

得 や男 女 共 同 参 画 意 識 の高 揚 、仲 間 づくり等 を促

進 するため、育 児 に関 する講 演 やリズム遊 び、料 理

等 の講 座 等 を開 催 します。

各 公 民 館
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３-２-２　介護にかかわる多様なサービスの提供と支援  

ひとり暮らしや要介護となっても、高齢者が地域で安心して暮らせる地域包括ケアを更に

推進します。 

また、障害のある人の生活支援と介助する家族への支援を充実します。 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 
障 害 者 の訪 問 入 浴 サー

ビスの充 実

家 庭 において入 浴 が困 難 な在 宅 の重 度 身 体 障 害

者 に、訪 問 入 浴 サービスを行 い、介 護 者 の負 担 軽

減 を図 ります。

地 域 包 括 ケア

課

 
障 害 者 等 日 中 一 時 支 援

の充 実

事 業 所 等 の日 中 活 動 の場 や登 録 介 護 者 、サービス

ステーションでの介 護 を通 じ、介 護 者 の負 担 軽 減

を図 ります。

 

※再 掲  

障 害 者 相 談 支 援 の充 実

障 害 者 等 への必 要 な情 報 提 供 及 び助 言 、その他

の障 害 福 祉 サービスの利 用 支 援 や障 害 者 等 の権

利 擁 護 のために設 置 している窓 口 （なんでも相 談

室 等 ）において、障 害 者 等 からの様 々な相 談 に応

じます。

 

障 害 者 等 地 域 活 動 支 援

センターの運 営

地 域 活 動 支 援 センターを設 置 し、障 害 のある方 へ

の、創 作 的 活 動 又 は生 産 活 動 の機 会 の提 供 、社

会 との交 流 の促 進 その他 障 害 者 等 が自 立 した日

常 生 活 及 び社 会 生 活 を営 むための必 要 な支 援 を

行 います。

 

家 族 介 護 教 室 の開 催

介 護 についての知 識 を得 て適 切 な介 護 方 法 や

サービス利 用 について学 ぶ教 室 を、日 常 生 活 圏

域 、各 地 域 包 括 支 援 線 センター単 位 で開 催 しま

す。

高 齢 者 安 心

課  

（渋 川 市 地 域

包 括 支 援 セン

ター）

 

在 宅 介 護 支 援 の充 実

在 宅 の寝 たきり高 齢 者 等 への「布 団 丸 洗 いサービ

ス」や「理 美 容 サービス事 業 」、要 介 護 高 齢 者 等 の

介 護 用 車 両 の購 入 費 補 助 等 を行 い、介 護 者 の負

担 軽 減 を図 ります。

 
※再 掲  

高 齢 者 に対 する包 括 的

支 援 の充 実

地 域 包 括 支 援 センターに配 置 された専 門 職 員 が

協 力 し、高 齢 者 が生 活 する上 での様 々な課 題 に対

して、地 域 における総 合 的 なマネジメントを担 い、

課 題 解 決 に向 け取 り組 みます。
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施策目標３ 生涯を通じた市民の健康づくりの推進 

 

■ 現状と課題                                                         

 

市民の健康に対する意識は年々高まりつつありますが、生涯を通じた包括的な健康支援

体制はまだ十分とはいえません。 

令和 ６年 度市 民意識 調査 では、健 康経営 や健康 課題について市 民の意識調 査を実 施し

ましたが、「自分が健康だと思いますか。」の問いについては、「健康だと思う」と「どちらかと

いえば健 康だと思う」の合計値は、男女各年代別で約７割から８割という結果ですが、一方

で 60 歳代の約２割、70 歳代の約３割が健康に対する不安や懸念の声を上げており、更年

期障害や骨粗しょう症など、ライフステージに応じた健康課題への対応が必要な状況です。 

 

【自分が健康だと思いますか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状分析

50.0

35.7

38.5

16.1

21.1

19.2

41.4

42.0

18.2

24.7

22.5

20.5

38.5

39.3

35.9

64.3

55.3

46.5

53.4

52.0

66.7

57.1

56.2

44.3

11.5

17.9

23.1

17.9

15.8

14.1

3.4

6.0

6.1

11.7

10.1

18.2

7.1

2.6

1.8

7.9

15.2

1.7

9.1

5.2

11.2

10.2

5.1

1.3

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性・18～29歳（ｎ＝26）

男性・30歳代（ｎ＝28）

男性・40歳代（ｎ＝39）

男性・50歳代（ｎ＝56）

男性・60歳代（ｎ＝76）

男性・70歳以上（ｎ＝99）

女性・18～29歳（ｎ＝58）

女性・30歳代（ｎ＝50）

女性・40歳代（ｎ＝66）

女性・50歳代（ｎ＝77）

女性・60歳代（ｎ＝89）

女性・70歳以上（ｎ＝88）

健康だと思う どちらかといえば健康だと思う

どちらかといえば健康でないと思う 健康でないと思う

無回答
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また、男女共同参画に関係する制度等の認知度の設問では、「リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ」に関する認知度が 6.0％でした。（Ｐ33 参 照 ） 

このことは、健康のために必要な情報・サービスへのアクセスが十分ではないことを示唆し

ており、若い世代における性に関する知識の不足や、相談機会の少なさも課題として考えら

れ、性感染症や望まない妊娠を防ぐための正しい知識の普及が求められています。 

 

１　セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（Ｐ32 参 照 ）の理解不足とアクセス不足  

セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツの概念が市民に十分に周知されておらず、

性や生殖に関する自己決定権及び必要な情報やサービスへのアクセスが十分に確保されて

いません。 

２　ライフステージにおける健康支援の偏り 

妊娠・出産期に比べ、思春期、成人期、更年期、老年期といった他のライフステージにおけ

る健康課題への情報提供や相談体制が不十分です。 

３　性に関する指導の不足  

学 校 教 育 における性 に関 する指 導 が十 分 ではなく、性 に関 する正 しい知 識 の普 及 や、

デートＤＶなどの問題への対応が遅れています。 

4　予防と早期発見の意識不足  

定期的な健康診断やがん検診の受診率向上に向けた啓発が引き続き必要です。 

 

策定が進む国の「第６次男女共同参画基本計画」及び「重点方針 2025」において重視さ

れる「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の概念の周知・理解促進に重点を置き、

性や生殖に関する自己決定権と、そのために必要な情報やサービスへのアクセスを確保する

ための啓発活動を強化します。具体的には、セミナーやパンフレットを通じてＳＲＨＲに関する

正しい知 識を普及し、生涯を通じた市民のヘルスリテラシーの向上を図るほか、学 校におけ

 課題

 施策の方向性
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る保健、道徳、特別活動の学習を通して、デートＤＶ啓発、エイズ教育や性に関する教育を充

実させます。 

市民 が生涯 にわたり心 身ともに健康でいられる環境 を整備することで、その社会参加 や

自己実現を支え、地域の活力に繋げます。 

市内 の医療 機関と連 携し、市 民のライフステージに応じた健 康相 談体制の充実を図りま

す。 

「地方創生 2.0 基本構想」が目指す「誰もが安心して暮らせる地域づくり」の観点から、女

性の健康増進を通じて地域全体のウェルビーイング（※１）の向上を図ります。 

 

l 市民 ：健康に関する正しい知 識の習得、定期的 な健康診 断やがん検診の受診、相談

窓口の積極的な利用 

l 民間団体・ＮＰＯ：性に関する相談支援、性暴力被害者支援、啓発活動の共同実施、

若年層へのアウトリーチ活動 

l 保 育園 ・幼稚 園 ・学校 等 ：学校 における性 教育 の充実 、デートＤＶ啓発 を含 む性 に関

する指導の実施、教職員向け研修、専門教諭との連携強化 

l 事業者 ：従業員の健康管理支援、定期的な健康診断やがん検診等の受診奨励、健康

経営の推進 

l 病院等 ：性に関する専門的な情報提供、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツに関する相談対応、ライフステージに応じた健康課題に関する診療体制の充実、地

域連携パス（※２）の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係当事者との連携ポイント

 （※１）　ウェルビーイング：Well-being は、well（良 い）と being（状 態 ）からなる言 葉 で、世 界 保 健 機 関 (WHO)では、

「個 人 や社 会 の良 い状 態 。健 康 と同 じように日 常 生 活 の一 要 素 であり、社 会 的 、経 済 的 、環 境 的 な状 況 によって決 定 さ

れる」としており、SDGs に続 く国 際 社 会 の共 通 目 標 とされています。 
（※２）　地 域 連 携 パス：病 気 ごとに作 成 される「治 療 計 画 書 」で、専 門 的 な治 療 を行 う拠 点 病 院 や地 域 の医 療 機 関 が、

病 院 の機 能 に応 じて、治 療 ・診 察 ・投 薬 ・検 査 等 の役 割 分 担 や情 報 共 有 を行 い、患 者 さんに切 れ目 なく医 療 が提 供 でき

るよう支 えていく仕 組 みです
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■ 施策                                                              

３-３-１　ライフステージごとの健康課題への支援と啓発  

市 民のそれぞれのライフステージに寄り添 いながら、健 康 課題 への支 援 を行 うととも

に、周囲の理解まで深まるような啓発を進めます。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

市 民 の健 康 支 援 と啓 発

市 民 のヘルスリテラシーの向 上 や、組 織 内 におけ

る相 談 支 援 体 制 の構 築 に関 する、市 民 向 けの講

座 や情 報 発 信 等 を行 います。

政 策 戦 略 課
 

更 年 期 に関 する啓 発

男 女 それぞれの更 年 期 の心 と身 体 の変 化 につい

て情 報 提 供 を行 うとともに、更 年 期 障 害 や更 年

期 以 降 に発 生 しやすい生 活 習 慣 病 等 に関 する啓

発 を行 います。

 

「プレコンセプションケア

（※１）」の普 及 ・啓 発

市 民 一 人 ひとりが健 康 で自 分 らしい生 き方 や人

生 を選 択 できるよう、適 切 な時 期 に、健 康 に関 す

る正 しい知 識 を持 ち、自 ら健 康 管 理 が行 えるよ

う、各 種 媒 体 を活 用 し、「プレコンセプションケア」

に関 する普 及 啓 発 を推 進 します。

政 策 戦 略 課  

健 康 増 進 課

 
妊 婦 健 康 診 査 への助 成

妊 娠 届 者 に受 診 券 を交 付 し、医 療 機 関 で健 診 を

受 ける際 の費 用 の一 部 を助 成 します。

健 康 増 進 課
 

不 妊 治 療 対 策 事 業 への

助 成

不 妊 治 療 を受 けた夫 婦 に対 し、治 療 費 の一 部 助

成 を行 います。

 （※１）　プレコンセプションケア：プレコンセプションケアは元 来 、周 産 期 死 亡 率 の低 下 や新 生 児 予 後 の改 善 を目 的 とし 
た、健 康 な妊 娠 ・出 産 を目 指 す「妊 娠 前 のケア」という概 念 でしたが、現 在 はそれにとどまらず、生 涯 にわたり、身 体 的 ・

精 神 的 ・社 会 的 に健 康 な状 態 であるための取 組 として、「性 別 を問 わず、適 切 な時 期 に、性 や健 康 に関 する正 しい知 識

を持 ち、妊 娠 ・出 産 を含 めたライフデザイン（将 来 設 計 ）や将 来 の健 康 を考 えて健 康 管 理 を行 う」概 念 として推 進 されて

います。これらは、国 の「成 育 医 療 等 基 本 方 針 」や「プレコンセプションケア推 進 ５か年 計 画 」等 に明 記 されているほか、自

治 体 においても相 談 支 援 体 制 の整 備 が求 められています。
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３-３-２　生涯を通じた心身の健康づくりの推進  

生活習慣病の発症予防・重症化予防をはじめ、心の健康づくりなど、市民の生涯を通

じた心身の健康づくりを支援します。 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

セクシュアル・リプロダク

ティブ・ヘルス／ライツの

概 念 の周 知 ・理 解 促 進

性 や生 殖 に関 する自 己 決 定 権 と、そのために必 要

な情 報 やサービスへのアクセスの確 保 や、生 涯 を

通 じた女 性 の健 康 支 援 に向 けたヘルスリテラシー

の向 上 のため、「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ」に関 する啓 発 を行 います。
政 策 戦 略 課

 

※再 掲  

更 年 期 に関 する啓 発

男 女 それぞれの更 年 期 の心 と身 体 の変 化 につい

て情 報 提 供 を行 うとともに、更 年 期 障 害 や更 年

期 以 降 に発 生 しやすい生 活 習 慣 病 等 に関 する啓

発 を行 います。

 

※再 掲  

若 年 期 からの性 に関 す

る教 育 機 会 の充 実

児 童 や生 徒 を対 象 として、発 達 段 階 に応 じた内 容

をできるだけ早 期 から、学 校 における保 健 、特 別

の教 科 道 徳 、特 別 活 動 の学 習 を通 じ、生 殖 器 官 や

妊 娠 、エイズ及 び性 感 染 症 予 防 について教 育 を行

うほか、人 権 や自 己 決 定 権 、ジェンダー、多 様 性 、

デ ー ト Ｄ Ｖ や 性 暴 力 の 防 止 な ど に 関 す る 啓 発 や

様 々な学 習 機 会 の確 保 を図 ります。

政 策 戦 略 課  

学 校 教 育 課

 
健 診 ・各 種 がん検 診 等

の推 進

健 診 や各 種 がん検 診 を通 じ、疾 患 の早 期 発 見 や早

期 治 療 に繋 げ、市 民 の健 康 づくりを推 進 します。

健 康 増 進 課
 

食生活改善推進員の育

成

食 生 活 改 善 を中 心 とした健 康 づくりと食 育 を推 進

する「食 生 活 改 善 推 進 員 」の養 成 講 座 を開 催 しま

す。

 
生 涯 を通 じたスポーツ

の普 及

しぶかわスポーツクラブを拠 点 とした、スポーツ教

室 の実 施 等 、子 どもや女 性 など様 々な世 代 が参 加

しやすいスポーツイベントを実 施 します。

スポーツ課
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基本目標Ⅳ　あらゆる暴力のない、安全なまちづくりを進

めるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 施策目標 施策

 １ 防災における女性参

画の推進

（１）　女性登用の促進と人材育成 

（２）　防災における女性参画の推進

 

 ２ 配偶者や交際相手か

らの暴力の防止と被

害者支援

（１）　あらゆる暴力等の予防と根絶のための 

啓発 

（2） 相談体制の確保

 

 ３ あらゆるハラスメント

や暴力の根絶

（１）　様々なハラスメントや暴力に関する周知・啓発 

（2）　ハラスメント等への支援と予防体制の整備

 
項目名

現状：基準値

（令 和 ６年 度 ）

目標値 

（令 和 12年 度 ）

 
防災会議における女性委員の登用率 14.3％

40.0％以上  

60.0％以下

 過 去 ５年 に配 偶 者 等 から身 体 的 暴 力 を受 けた人 の

割合（市民意識調査）
3.6％ 2.0％

 職 場 にハラスメントの相談 窓 口や防止 規定 がないと

回答した市民の割合（市民意識調査）
9.1％ 4.5％

渋川市ＤＶ防止  
基本計画

成 果 指 標
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施策目標１　防災における女性参画の推進  

 

■ 現状と課題                                                         

 

災害 発生 時には、避 難所 の運営 、物資 の配 給、情 報伝 達等 の対 応において、多様 なニー

ズに配慮することが求められます。特に、女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人など、災

害時に脆弱性が高まる人々に対する配慮が不十分であると、実際の避難生活に支障が生じ

る可能性が指摘されています。 

国 の「男 女 共同 参 画 の視点 からの防 災 ・復 興 の取組 の推 進 （内 閣 府 ）」では、平 常時 から

女性の視点を計画に反映すること、また、意思 決定の場への女性参画が不可欠であるとさ

れており、東 日 本大 震 災 や熊 本地 震 でも、避 難 所のプライバシー不 足 や物 資 の男女 別 ニー

ズの見落としなどが課題となった事例があります。 

令和６年度市民意識調査において、前述のとおり、「自治会などの地域活動への参加」は、

男性は「主に自分」が５割 以上、女 性は「主に配偶 者やパートナー」が４割以上で最も高かっ

たことは、防災活動への市民参加において、女性参画や女性の防 災リーダーの育成の必要

性の高さが推測されます。（Ｐ31 参 照 ） 

 

１　防災計画への視点不足  

地域防災計画や各種マニュアルの策定過程において、女性の視点やニーズが十分に反映

されていません。 

２　防災活動への女性参画の限定性  

防災 訓練 や避 難所 運営、地域 での防災 組織など、防災 活動への女 性の参画が限定的 で

あり、女性リーダーの育成が不足しています。 

３　多様なニーズへの対応不足  

災害時における女性特有のニーズ（生理用品の確保、更衣室、授乳スペース、性暴力防止

など）や、多様な背景を持つ人々のニーズへの対応が不十分です。 

 現状分析

 課題
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「地方創生 2.0 基本構想」が目指す「安全・安心で持続可能な地域社会」の実現に向け、

防災対策に男女共同参画の視点を積極的に反映させます。 

災害時における多様な市民のニーズに対応できる、きめ細やかな体制を構築することで、

地域のレジリエンス（強靭性）を高めます。具体的には、防災会議や関係協議会など、計画策

定の場に女性委員の参画を促進します。 

避難所運営マニュアルに女性の視点を取り入れ、生理用品の備蓄、プライベート空間の確

保、性暴力防止対策など、多様なニーズに対応できる体制を整備します。 

「重 点方 針 2025」が示 す「あらゆる分 野における女 性 の活躍 」を推 進 するため、地域 住

民による防災訓練や避難所運営訓練への女性の参加を促すための啓発活動や、参加しやす

い環境づくりを進め、女性の防災リーダー育成を強化します。 

 

l 警 察 ・消 防 ：防 災 に関 する情 報 共 有 、避 難 所 運 営 における連 携 （特 に女 性 や要 配 慮

者への配慮）、防災訓練への協力 

l 市民 ：防災訓練や避難所運営訓練への積極的な参加、地域における防災に関する意

見の提言、女性の視点からのニーズの共有 

l 地域団体・自治会 ：防災活動への女性の参画促進、避難所運営における男女共同参

画の視点導入、女性防災リーダーの登用 

l 民 間団体・ＮＰＯ：災害 支援団 体との連 携、女性の防災 リーダー育 成プログラムの共

同開発、避難所支援への協力 

 

 

 

 施策の方向性

 関係当事者との連携ポイント
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■ 施策                                                              

４-１-１　女性登用の促進と人材育成  

防 災 分 野 において女 性 の意 見 を反 映 させ、より実 効 的 な施 策 の立 案 を行 うため、女

性登用や人材育成を進めます。 

 

 

４-１-２　防災における女性参画の推進  

安心して暮らせる地域づくりに向け、男女共同参画の視点を積極的に取り入れた防災や

地域防犯に取り組みます。 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 
防 災 に関 する会 議 や組

織 への女 性 の参 画 推 進

防 災 会 議 等 における女 性 委 員 の登 用 推 進 に取 り

組 み、防 災 計 画 の検 証 に女 性 の意 見 を反 映 させま

す。

危 機 管 理 室
 

自 主 防 災 組 織 への女 性

の参 画 推 進

非 常 時 において、男 女 が共 に役 割 を担 えるよう、

自 主 防 災 組 織 への女 性 の参 画 を促 します。

 
女 性 消 防 団 員 の入 団 促

進

地 域 での防 災 意 識 の向 上 を図 るため、女 性 消 防

隊 や、女 性 消 防 団 員 の加 入 を促 進 します。

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 
安 全 安 心 まちづくり推

進 (地 域 防 犯 )

協 議 会 における女 性 委 員 の登 用 推 進 に取 り組 み、

地 域 の安 全 安 心 なまちづくりに女 性 の意 見 を反 映

させます。

危 機 管 理 室
 

避 難 所 運 営 における男

女 共 同 参 画 の推 進

避 難 所 運 営 マニュアルなどに、災 害 時 における男

女 のニーズの違 いへの配 慮 を盛 り込 み、周 知 を図

ります。
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施策目標２　配偶者や交際相手からの暴力の防止と被害者支援  

 

■ 現状と課題                                                         

 

渋川市では、ＤＶ（配偶者や交際相手からの暴力）の防止と被害者支 援に関して、以前か

ら取組を進めていますが、いまだにＤＶ被害は続いています。 

令和６年度市民意識調査で、「あなたは過去５年以内に、恋人や配偶者等のパートナーか

ら次のようなことをされたこと、またはしたことがありますか。」の設問には、配偶者等からの

暴力 を受 けたことがあると回 答 した市 民が、身 体的 な暴力 については 3.6%、性 的暴 力 に

ついては 3.3％、また、精 神的 暴力 については、9.3％と、少なくない人 数の被 害 が報告 さ

れており、引き続き、緊急避難場所の確保、経済的自立支援、心理的ケアなど、被害者が安

心して生活を再建するための包括的な支援体制が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状分析

【いずれかをされたことがある】

12.6 

7.4 
16.6 

9.4 
19.2 
19.4 

12.0 
11.4 

9.0 

7.7 
7.1 

15.4 
7.1 

10.5 
2.0 

10.3 
26.0 

22.7 
15.6 

11.2 
17.0 

0% 20% 40% 60%

2024年度（ｎ＝763）

男性（ｎ＝326）

女性（ｎ＝428）

18～29歳（ｎ＝85）

30歳代（ｎ＝78）

40歳代（ｎ＝108）

50歳代（ｎ＝133）

60歳代（ｎ＝167）

70歳以上（ｎ＝189）

男性・18～29歳（ｎ＝26）

男性・30歳代（ｎ＝28）

男性・40歳代（ｎ＝39）

男性・50歳代（ｎ＝56）

男性・60歳代（ｎ＝76）

男性・70歳以上（ｎ＝99）

女性・18～29歳（ｎ＝58）

女性・30歳代（ｎ＝50）

女性・40歳代（ｎ＝66）

女性・50歳代（ｎ＝77）

女性・60歳代（ｎ＝89）

女性・70歳以上（ｎ＝88）

いずれかをされたこ

とがある

2.4

5.4

2.0

0.7

0.8

0.7

1.2

3.9

1.3

1.3

1.2

0.3

89.5

83.5

89.1

90.4

89.3

91.0

6.9

7.2

7.6

7.6

8.8

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【されたこと】

①身体的な暴力

②精神的な暴力・社会的な暴力

③性的な暴力

④経済的な暴力

⑤子どもを利用した暴力

⑥ストーカー行為

１・２度ある 何度もある

ない 無回答
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１　潜在化するＤＶ被害  

ＤＶ被害は家庭内で発生することが多く、表面化しにくいため、早期発見と介入が困難で

す。 

２　相談への心理的ハードルと窓口の周知不足  

被害者が声を上げにくい状況に加え、相談窓口の存在や機能が十分に周知されておらず、

適切な支援につながりにくい状況です。 

３　総合的な支援体制の不足  

緊急 一時 保護 から、居 住、就 労、医 療、心 理的 ケア、子 どもの支 援に至 るまで、被害 者の

自立を支える多岐にわたる支援が連携不足により十分に提供できていません。 

 

「ＤＶ防 止 法」及 び「困 難女 性 支 援 法 」の趣 旨 を踏 まえ、配 偶 者 や交 際 相 手からの暴 力 を

未然に防ぎ、ジェンダーを問わず、被害者を確実に保護し、自立を支援します。 

「重点方針 2025」が掲げる「ＤＶ・性暴力対策の強化」を徹底し、被害者が安心して声を

上げ、自立できる社会の実現を目指します。具体的には、ＤＶに関する正しい知識の普 及啓

発を強化し、市民の意識を高めます。 

ＤＶ相談窓口の周知を徹底し、市ホームページやチラシ等で積極的に情報発信するととも

に、匿名性やプライバシー保護を強調し、相談への心理的ハードルを下げます。 

市役 所 内関 係 機関 及 び警察 、医療 機 関、ＮＰＯなどとの相談 窓 口の連 携体 制 を強 化 し、

緊急一時保護から自立支援までの切れ目のない支援を確保します。 

「地方創生 2.0 基本構想」が目指す「安全・安心で持続可能な地域社会」の実現に貢献す

るため、地域全体でＤＶ根絶に向けた意識を共有し、被害者支援を社会全体で支えます。 

 

 課題

 施策の方向性
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l 警察 ：ＤＶ事案への迅速な対応、被害者の保護、相談、加害者への指導・検挙 

l 配偶者暴力相談支援センター：被害者の保護、相談、一時保護、自立生活の促進 

l 市民 ：ＤＶに関する正しい知識の習得、被害に遭った際の相談、地域における見守り、

被害者支援への理解 

l 民間団体・ＮＰＯ：ＤＶ被害者支援専門団体との連携、シェルター運営、相談窓口の設

置、自立支援プログラムの提供 

l 保育園・幼稚園・学校等：デートＤＶ啓発、若年層への正しい関係性の教育 

l 病院等：ＤＶ被害者の心身のケア、連携機関への情報提供、性暴力被害者支援 

l 裁判所、弁護士会等 ：専門的な法律相談の提供、被害者の法的保護、加害者への法

的措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係当事者との連携ポイント
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■ 施策                                                              

４-２-１　あらゆる暴力等の予防と根絶のための啓発  

ＤＶ防止に関する情報提供と、ＤＶ防止講座などにより、パートナーに対する暴力の予

防と根絶に向けた啓発に努めます。 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 
デートＤＶの防 止 ・啓 発

若 者 に対 して、デートＤＶ防 止 啓 発 リーフレット等

を作 成 し、配 付 します。

政 策 戦 略 課

 
女 性 に対 する暴 力 防 止

に関 する啓 発 事 業 の実

施

「女 性 に対 する暴 力 をなくす運 動 」（毎 年 11 月

12 日 ～25 日 ）を周 知 します。 

また、パンフレット・ＨＰ等 を活 用 し、相 談 窓 口 を周

知 します。

 

※再 掲  

セクシュアル・リプロダク

ティブ・ヘルス／ライツの

概 念 の周 知 ・理 解 促 進

性 や生 殖 に関 する自 己 決 定 権 と、そのために必 要

な情 報 やサービスへのアクセスの確 保 や、生 涯 を

通 じた女 性 の健 康 支 援 に向 けたヘルスリテラシー

の向 上 のため、「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ」に関 する啓 発 を行 います。

 

ＤＶ防 止 対 策 の推 進

市 民 等 を対 象 とし、ＤＶ及 びあらゆる暴 力 の防 止

について正 しい理 解 を深 められるように、講 座 等

の実 施 や情 報 発 信 を行 います。 

また、被 害 者 支 援 に当 たっては、支 援 機 関 と迅 速

に連 携 できるよう体 制 の充 実 を図 ります。

政 策 戦 略 課  

こども支 援 課

 

※再 掲  

若 年 期 からの性 に関 す

る教 育 機 会 の充 実

児 童 や生 徒 を対 象 として、発 達 段 階 に応 じた内 容

をできるだけ早 期 から、学 校 における保 健 、特 別

の教 科 道 徳 、特 別 活 動 の学 習 を通 じ、生 殖 器 官 や

妊 娠 、エイズ及 び性 感 染 症 予 防 について教 育 を行

うほか、人 権 や自 己 決 定 権 、ジェンダー、多 様 性 、

デ ー ト Ｄ Ｖ や 性 暴 力 の 防 止 な ど に 関 す る 啓 発 や

様 々な学 習 機 会 の確 保 を図 ります。

政 策 戦 略 課  

学 校 教 育 課
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４-２-２　相談体制の確保  

相談窓口の周知を図るとともに、暴力に遭った市民が相談しやすい体制をつくります。 

また、本市 の実情 に合 わせ、ＤＶ防止、被 害者の保護から自立支 援に至るまでの施 策

を総合的に講じるため、関係機関と連携のとれた支援体制を確保します。 

 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

※再 掲  

ＤＶ相 談 体 制 の確 保

ＤＶ相 談 窓 口 を市 ホームページやチラシ等 で周 知

します。 

また、市 役 所 内 関 係 機 関 及 び警 察 などとの相 談

窓 口 の連 携 体 制 の強 化 を図 ります。 

政 策 戦 略 課  

危 機 管 理 室  

こども支 援 課
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施策目標３　あらゆるハラスメントや暴力の根絶  

 

■ 現状と課題                                                         

 

配偶者や交際相手からの暴 力（ＤＶ）だけでなく、職場、学校、地域、オンライン空間など、

様々な場所で多様なハラスメントや暴力が問題となっています。 

令和 ６年度事 業所 実態 調査 では、職 場におけるハラスメント防 止のための規定 が「ある」

と回 答 した事 業 所 は 37.1%に留 まり、44.3%の事 業 所 には規 定 がないことが明 らかに

なっています。 

【貴事業所には、ハラスメント防止のための規定はありますか】 

 

また、ハラスメント防 止 研修 の実施 状況 についても、事業 所においては 15.7％、従 業員

が外部研修に参加している事業所も 11.4％という状況です。これらの結果から、市民がハ

ラスメントについて学 ぶ機会 や、事業 所 におけるハラスメント防止 の取 組が不 足しているこ

とがうかがえます。 

 

【貴事業所において、職場のハラスメントを防止するために行っていることはありますか。】 

 

37.1 44.3

1.4

17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2024年度（ｎ＝70）

ある ない 規定する予定である 無回答

25.7 

21.4 

21.4 

15.7 

11.4 

8.6 

12.9 

22.9 

7.1 

21.4 

0% 20% 40%

就業規則等にハラスメント禁止を明記

ポスターやリーフレット、手引き等の啓発資料の配布や掲示

ハラスメントに関する相談窓口や担当者、苦情処理機関等を設置

事業所内でハラスメント防止研修や講習を開催

外部機関のハラスメント防止研修や講習への従業員の参加

ハラスメントに関する実態調査やアンケートを実施

取組を検討中、または計画中

必要性は感じているが、取組は進んでいない

その他

無回答

2024年度（ｎ＝70）

 現状分析
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さらに、インターネット上の誹謗中傷やＳＮＳを通じたハラスメントが増加しており、特に若

年層におけるインターネットリテラシーの向上が喫緊の課題となっています。 

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、インターネットにお

ける誹謗中 傷、ストーカー行 為、ＳＯＧＩハラスメントなど、その種類は多様化・複雑化 してお

り、ハラスメントの種類によって相談窓口が異なったり、専門的な知識を持った相談員が不

足していたりするため、被害者が適切な支援につながりにくいという課題も挙げられていま

す。 

 

１　ハラスメントの多様化と認識不足  

ハラスメントの種 類が多岐にわたり、事 業所 にその全 体像 や具体例 が十分に認 識されて

いません。 

２　予防対策の不徹底  

特 に事 業 所 において、ハラスメント防 止 規程 の策定 や研 修 の実 施 が不 十 分 であり、未 然

防止のための対策が不足しています。 

３　相談窓口の機能不全  

相 談 窓 口が明 確 でなかったり、専 門 性を持 った相 談 員 が不 足 していたりするため、被 害

者が安心して相談できず、適切な支援につながりにくい状況です。 

４　加害者へのアプローチと再発防止の困難さ 

加 害者 への指 導や再発 防 止のためのプログラムが十 分ではなく、同じ行為 を繰 り返 すリ

スクがあります。 

５　インターネット上のハラスメントへの対応  

匿名性の高いオンライン空間での誹謗中傷など、新たな形のハラスメントへの対応が困難

です。 

 

 課題
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「重点方針 2025」が掲げる「あらゆる暴力・ハラスメントの根絶」を徹底します。 

誰もが安心して働き、学び、活動できる安全な環境を地域全体で構築します。具体的には、

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、インターネットにおけ

る誹謗中傷、ストーカー行為、ＳＯＧＩハラスメントなど、あらゆるハラスメントや暴力に関する

正しい知識を普及させ、その行為が個人の尊厳を侵害するものであり、許されない行為であ

るという認識を市民全体で共有します。 

企 業に対 しては、ハラスメント防 止 規 程の策定 ・周 知 、防 止研 修の実 施 を働きかけ、その

実効性を高めます。 

総合的な相談窓口の整備を進め、専門性を持った相談員を配置し、被害者が安心して相

談できる体制を強化します。 

「地方創生 2.0 基本構想」が目指す「安全・安心で持続可能な地域社会」を実現するため、

ハラスメントのない健全なコミュニティの形成を推進し、地域全体の魅力を高めます。 

 

l 警察 ：ストーカー行為やインターネット上の誹謗中傷など、犯罪にかかわるハラスメン

トへの対応 

l 市 民 ：あらゆるハラスメントに関 する正 しい知 識 の習 得 、被 害 に遭 った際 の相 談 、加

害者にならないための意識改革、インターネット利用におけるモラル・リテラシーの向

上 

l 民 間 団 体 ・ＮＰＯ：各 種 ハラスメントに関 する専 門 相 談 、啓 発 活 動 の共 同 実 施 、被 害

者支援 

l 保育園・幼稚園・学校等 ：いじめ防止教育、ハラスメントに関する教育の充実、児童生

徒・学生からの相談体制の強化、教職員への研修 

l 事業者 ：職場におけるハラスメント防止規程の策定と周知徹底、従業員へのハラスメ

ント防止研修の実施、ハラスメント相談窓口の設置と機能強化 

l 労 働 局 ・労 働 基 準 監 督 署 ・法務 局 ・弁 護 士 会 ・司 法 書 士 会 等 ：専 門 的 な法 律 相 談 の

提供、被害者の法的保護、法的措置に関する情報提供 

 

 施策の方向性

 関係当事者との連携ポイント
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■ 施策                                                              

４-３-１　様々なハラスメントや暴力に関する周知・啓発  

セクハラ、パワハラ、インターネットにおける誹謗 中傷 等 、ハラスメントや暴力 に関する

正しい知識を普及させ、その発生を防ぐため、市民に分かりやすい啓発と情報提供に努

めます。 

 

 

４-３-２　ハラスメント等への支援と予防体制の整備  

ハラスメントや暴力に対する支援とともに、相談窓口の周知のほか、官民が協調して、

その防止に努めます。 

 

 

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 

あらゆるハラスメント防

止に関する周知・啓発

あらゆるハラスメント等 の防 止 に関 する資 料 を収

集 の上 、市 民 ・市 内 事 業 者 等 に提 供 するととも

に、国 や県 の事 業 と連 携 しながら、ハラスメント防

止 に関 する意 識 の啓 発 を図 ります。

全 庁 対 応

 事 　業 内 　容 関 係 所 属

 
市 役 所 に お け る カ ス タ

マーハラスメント対 策 の

推進

カスタマーハラスメントの実 態 を把 握 し、ハラスメ

ント防 止 に関 する取 組 を進 め、より働 きやすく、風

通 しの良 い職 場 づくりを目 指 します。

政 策 戦 略 課  

人 事 課

 
市役所におけるハラスメ

ント防止環境の整備の充

実

市 役 所 におけるハラスメントに対 する相 談 員 を配

置 して、健 全 に働 くことのできる環 境 づくりを進 め

ます。

人 事 課

 

犯罪被害者等への支援

市 民 、事 業 者 、関 係 機 関 等 との連 携 の下 、広 報 や

啓 発 活 動 を通 じて犯 罪 被 害 者 等 に対 する意 識 の

向 上 を図 るとともに、相 談 や支 援 を行 います。

危 機 管 理 室
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第５章　計画の推進  

１　成果指標一覧  

 

 

 
項目名

現状：基準値

（令和６年度）

目標値  

（令和12年度）

 「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛同しないと

回答した市民の割合（市民意識調査）
66.9％ 80.0％

 「社会通念・慣習・しきたりなど」において男女

平等であると感じている市民の割合（市民意

識調査）

12.3％ 20.0％

 「ＬＧＢＴＱ＋」の言葉の周知度（市民意識調査） 54.4％ 70.0％

 
審議会等委員への女性の登用率 30.7％

40.0％以上  

60.0％以下

 

女性委員のいない審議会等の数 ２

０

 ※「ゼロ」を維

持する。

 「職場」において男女平等であると感じている

市民の割合（市民意識調査）
29.4％ 40.0％

 「家庭生活」において男女平等であると感じて

いる市民の割合（市民意識調査）
33.2％ ４5.0％

 渋川市役所における管理的地位（課長相当職

以上）にある職員に占める女性職員の割合
23.7％ 30.0％

 「くるみん認定」や「えるぼし認定」等の

取得企業数
２社 ６社

 家庭で「育児」を分担して行っていると回答し

た市民の割合（市民意識調査）
16.5％ 35.0％

 「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ」の言葉の周知度（市民意識調査）
6.0％ 15.0％

 
防災会議における女性委員の登用率 14.3％

40.0％以上  

60.0％以下

 過去５年に配偶者等から身体的暴力を受けた

人の割合（市民意識調査）
3.6％ 2.0％

 職場にハラスメントの相談窓口や防止規定が

ないと回答した市民の割合（市民意識調査）
9.1％ 4.5％
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２　推進体制  

（１）　市民・企業・団体等との連携  

男女共同参 画は、家庭や地域社会、学校、職場など市 民生活のあらゆる場 面にかかわり

ます。そのため、多くの個人や組織が連携して推進することが必要です。 

「渋川市男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づいて設置され、

市民や学識経験者、事業者、関係団体などで構成されている「渋川市男女共同参画審議会」

において、引き続き男女共同参画計画や施策の推進について、調査や審議を行います。 

 

（２）　庁内推進体制の整備  

男女共同参画に関する施策は、行 政のあらゆる分野に及びます。職員一人ひとりの男女 

共同参画意識を向上させるとともに、関係部局 が緊密に連 携、協力し、男女共同参 画の視 

点から各種施策を推進していくことが必要です。　 

市の部長や課長などで構成される「渋川市男女共同参画庁内推進本部会議」と「庁内推

進会議」により、本計画の総合的かつ効果的な推進を図ります。 

 

（３）　計画の進行管理  

計画の着実な推進を図るためには、進捗状況や成果の把握を行い、施策の見直しを行う 

必要 があります。 毎年 度、事業 の実 施状 況などについて報 告書として取 りまとめたものを

上記会議体で協議し、進行管理を行います。 
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資料編  

渋川市男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進する条例  

令和６年３月７日  

条例第３号  

（目的）  

第１条　この条例は、男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関し、

基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を明らかにするととも

に、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画及び多様

性を尊重する社会を総合的かつ計画的に推進し、もって共生社会の実現に寄

与することを目的とする。  

（定義）  

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

（１）　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっ

て男女が個人の能力に応じて均等に利益を享受することができ、かつ、共

に責任を担うことをいう。  

（２）　多様性を尊重する社会　性別等、年齢、障害の有無、国籍、文化的

な背景等の違いにかかわらず、全ての人が個人として尊重され、その個性

と能力を発揮し、それぞれの違い及び共通点を認め合う調和のある社会を

いう。  

（３）　市民等　市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。 

（４）　性別等　生物学的な性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティ

等をいう。 

（５）　性的指向　恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向

をいう。  

（６）　ジェンダーアイデンティティ　自己の属する性別についての認識に

関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。  

（基本理念）  

第３条　男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進は、次に掲げる事項を
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基本理念として行わなければならない。  

（１）　個人としての尊厳を重んぜられ、性別等による差別的取扱いを受け

ることなく、個人として能力を発揮する機会が確保されること。  

（２）　性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行に

よって個人の活動が制限されることなく、自らの意思により多様な生き方

を選択できること。 

（３）　個人が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間の団

体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

（４）　家族を構成する人が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるように

すること。 

（５）　男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進は、国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に行われる

こと。  

（市の責務）  

第４条　市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関する施策を総合的に

策定し、及び実施しなければならない。  

（市民等の責務）  

第５条　市民等は、社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女

共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に努めなければならない。  

（事業者の責務）  

第６条　事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画

及び多様性を尊重する社会の推進に努めなければならない。  

（性別等による権利侵害の禁止）  

第７条　何人も、社会のあらゆる分野において、性別等による差別的取扱いを

してはならない。  

２　何人も、他者に対する暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を与える行為

をいう。）を行ってはならない。  
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３　何人も、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動により相手方の生活環

境を害する行為又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利

益を与える行為をいう。）を行ってはならない。  

４　何人も、他者の性的指向又はジェンダーアイデンティティに関して、公表

を強制し、若しくは禁止し、又は本人の意に反して公にしてはならない。  

（年次報告書の公表）  

第８条　市長は、毎年、男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進状況並

びに男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関する市の施策の実施

状況について、報告書を作成し、これを公表するものとする。  

（基本計画の策定） 

第９条　市長は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）第１４

条第３項に規定する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての

基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとし、基本計画を

定めるに当たっては、あらかじめ、市民等及び事業者の意見を反映すること

ができるよう必要な措置を講ずるとともに、第１２条に規定する渋川市男女

共同参画審議会の意見を聴くものとする。  

２　前項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（学習の機会の提供）  

第１０条　市は、市民等及び事業者が男女共同参画及び多様性を尊重する社会

に関する理解を深めるため、男女共同参画及び多様性を尊重する社会に関す

る学習の機会の提供に努めるものとする。  

（施策に対する意見の申出） 

第１１条　市民等及び事業者は、市が実施する男女共同参画及び多様性を尊重

する社会の推進に関する施策又は男女共同参画及び多様性を尊重する社会に

影響を及ぼすと認められる施策について、市に意見を申し出ることができる

ものとする。  

２　市は、前項の規定による意見の申出を処理するに当たって特に必要がある

と認めるときは、次条に規定する渋川市男女共同参画審議会に意見を聴くも

のとする。 

（審議会の設置）  
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第１２条　基本計画その他男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関

する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、渋川市男女

共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

（組織等） 

第１３条　審議会は、委員１２人以内で組織する。  

２　委員は、男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関し、学識経験

を有する者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

３　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。  

（委任）  

第１４条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附　則  

（施行期日）  

１　この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２　この条例の施行の際、現に定められている基本計画は、この条例に規定す

る手続により定められた基本計画とみなす。  

（渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正）  

３　渋川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１８年渋川市条例第４４号）の一部を次のように改正する。  

別表の３の表総合計画審議会委員の項の次に次のように加える。  

 

 男女共同参画審議会委員 ６，１００
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渋川市男女共同参画審議会規則  

令和６年７月２６日  

規則第３４号  

（趣旨）  

第１条　この規則は、渋川市男女共同参画及び多様性を尊重する社会を推進す

る条例（令和６年渋川市条例第３号）第１２条に規定する渋川市男女共同参

画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。  

（委員）  

第２条　審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

（１）　学識経験者 

（２）　教育関係者 

（３）　男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関し見識を有する

者 

（４）　公募による市民  

（会長及び副会長） 

第３条　審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。  

２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。  

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。  

（会議）  

第４条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。  

２　会議は、会長がその議長となる。 

３　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

４　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。  

（意見の聴取等）  

第５条　審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出

席させ、その説明又は意見を聞くことができる。  

（庶務）  
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第６条　会議の庶務は、総合戦略部政策戦略課において処理する。  

（補則）  

第７条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市

長が定める。  

附　則  

この規則は、令和６年８月１日から施行する。  
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 渋川市男女共同参画審議会委員名簿（敬称略）

 令和７年度

 選出 

区分
肩書き等 氏名 役職

 
（１）

群馬大学ダイバーシティ推進センター　

副センター長
林　はるみ 会長

 

（２）

渋川市立金島中学校 校長 新井　佐知子 　

 
群馬県立渋川青翠高等学校 養護教諭 水出　里美 　

 

（３）

一般社団法人ハレルワ 代表理事 間々田　久渚 副会長

 
ＮＰＯ法人シーヤクラブ 代表 池田　久子 　

 いかほ秀水園 女将 

伊香保温泉旅館協同組合 理事
高尾　由希子 　

 
渋川公共職業安定所 所長 阿部　勝良 　

 
ＳＷＥＥＴ ＢＯＸ 代表 芝田　麻衣子 　

 
デンカ株式会社 渋川工場 管理部長 白岩　秀明 　

 

（４）

公募 大津　豊美 　

 
公募 佐藤　美幸 　

 
公募 小林　恵美 　

 【任期】令和６年 10 月１日～令和８年９月 30 日 　

 渋川市男女共同参画審議会規則に基づく選出区分

 （１）　学識経験者 　 　

 （２）　教育関係者 　 　

 （３）　男女共同参画及び多様性を尊重する社会の推進に関し見識を有する者

 （４）　公募による市民 　 　
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第３次渋川市男女共同参画計画の策定経過について  

 

 年月日 会議名等 内容

 令
和
６
年

８月 26 日 令和６年８月第４回庁議

・第３次渋川市男女共同参
画計画の策定方針について  

９月６日
市議会９月定例会  

総務市民常任委員会協議
会

 10 月 28 日
～11 月１日
（電子会議
室）

令和６年度第１回渋川市
男女共同参画庁内推進会
議

・第２次渋川市男女共同参
画計画の二次評価の検討に
ついて 

・第３次渋川市男女共同参
画計画策定に係る市民意識
調査及び事業所アンケート
の設問案の検討について 

等

 
11 月５日

令和６年度第１回渋川市
男女共同参画庁内推進本
部会議

 
11 月 12 日

令和６年度第１回渋川市
男女共同参画審議会

 12 月 23 日～
令和７年  

１月 24 日

男女共同参画に関する事
業所実態調査

市内に事業所を有する企
業・事業所 200 社が対象 

70 件（回収率 35.0％）

 12 月 25 日～
令和７年  

１月 24 日

男女共同参画に関する市
民意識調査

市内在住の満 18 歳以上の
2,000 人が対象  

763 件（回収率 38.2％）

 令
和
７
年

２月３日
令和６年度第２回渋川市
男女共同参画庁内推進本
部会議

・第３次渋川市男女共同参
画計画の骨子案について 

等  
２月 18 日

令和６年度第２回渋川市
男女共同参画審議会

 
６月 11 日

令和７年度第１回渋川市
男女共同参画庁内推進会
議

・第３次渋川市男女共同参
画計画策定に係る市民意識
調査及び事業所アンケート
の結果について 

・（仮称）第３次渋川市男
女共同参画計画（案）につ
いて  

等

 
６月 24 日

令和７年度第１回渋川市
男女共同参画庁内推進本
部会議

 
７月２日

令和７年度第１回渋川市
男女共同参画審議会

 ７月 22 日～
28 日（電子
会議室）

令和７年度第２回渋川市
男女共同参画庁内推進会
議

・（仮称）第３次渋川市男
女共同参画計画（案）につ
いて  

等

 
８月４日

令和７年度第２回渋川市
男女共同参画庁内推進本
部会議

 
８月 19 日

令和７年度第２回渋川市
男女共同参画審議会
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 年月日 会議名等 内容

 令
和
７
年

８月 25 日 令和７年８月第４回庁議
・第３次渋川市男女共同参
画計画（案）について

 

９月 26 日
市議会９月定例会  

総務市民常任委員会協議
会

・（仮称）第３次渋川市男
女共同参画計画（案）につ
いて

 10 月１日～
31 日

市民意見公募 提出された意見０人／０件

 令
和
８
年

１月５日～
９日（電子
会議室）

令和７年度第３回渋川市
男女共同参画庁内推進会
議

・第３次渋川市男女共同参
画計画策定に係る市民意見
公募結果について  

・（仮称）第３次渋川市男
女共同参画計画（案）につ
いて  

等

 
１月 16 日

令和７年度第３回渋川市
男女共同参画庁内推進本
部会議

 
１月 28 日

令和７年度第３回渋川市
男女共同参画審議会

 
２月 16 日 令和８年２月第３回庁議

・第３次渋川市男女共同参
画計画の策定について
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